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ᗎ　　　　　文

独立行政法人国際協力機構は、東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」と記す）政

府からの技術協力の要請に基づき、2010 年 11 月から 4 年間の計画で技術協力プロジェクト「マ

ナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ２」を実施しています。

このたび、本プロジェクト協力期間の中間地点に⮳ったことから、プロジェクトの進捗や実績

を確認のうえで目標及び成果達成に向けた㈉献／阻害要因を分析すること、評価５項目（妥当性、

有効性、効率性、インパクト及び持続性）の観点から日本側・東ティモール側双方で総合的にプ

ロジェクトを評価すること、及び今後の対策について提言を行うことを目的として、2012 年 10 
月 27 日から 11 月 16 日まで中間レビュー調査団を現地に派遣しました。

現地では東ティモール側の評価委員と合同評価調査団を形成し、評価結果を合同評価報告書に

取りまとめ、プロジェクト合同調整委員会に提出するとともに、東ティモール側の政府関係者

とプロジェクトの今後の方向性について協議し、ミニッツ（M/M）に署名を取り交わしました。

本報告書は、その結果を取りまとめたものであり、本プロジェクトの今後の運営並びに関連する

国際協力の推進に広く活用されることを㢪うものです。

ここに、本調査にご協力㡬いた内外の関係各位に対し、心から感ㅰの意を表します。

平成 25 年 4 月

独立行政法人国際協力機構

農村開発部長　⇃代 　㍤義
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DG Director General 総局長

DNADCA
National Directorate of Support to the 
Development of Agricultural Community 

農業コミュニティ開発支援局

DNAH
National Directorate of Agriculture and 
Horticulture 

農業園芸局

DNIGU
National Directorate of Irrigation and Water 
Management

灌漑水管理局

FAO Food and Agriculture Organi]ation 国連食⣊農業機関
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Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
=usammenarbeit 

ドイツ国際協力公社
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JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構

MAF Ministry of Agriculture and Fisheries 農業水産省（東ティモール国）
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１－１　協力の背景と概要

2002 年 5 月に独立した東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」と記す）は、就業

人口の 86％が農林水産業に従事し、その生計を主に農業に依存している。しかし、1999 年の政

局混乱に伴う農業人口の流出、一部灌漑施設の破壊、公共及び民間サービスの停止などが原因

で農業生産性が低下している。その結果、同国の主要食用作物のうち、トウモロコシ、キャッ

サバはほぼ自給できているが、コメは国内需要を満たしておらず、水田のコメ生産量は全国平

均で約 1.5t/ha（籾ベース）と、他の東南アジア諸国に比べ低い。

マナツト県はバウカウ、ボボナロ、ビケケの各県などと並んで水稲栽培の大きなポテンシャ

ルを有しており、灌漑稲作が広く行われている国内有数のコメ作地である。ラクロ灌漑施設は

ポルトガル時代の 1960 年代に建設され、インドネシア政府によって修復されたが、1996 年の

洪水による被害を受けた後はほとんど使用できない状況となっていた。

独立後の同国へのコメ生産性改善に係る支援として、わが国は緊急無償資金協力を実施し、

同灌漑施設（660ha）の修復を行い、開発調査「農林水産業開発調査」により中期総合農業開発

計画を策定し、同地区において実証プロジェクトを実施した。かかる経緯を受け、東ティモー

ル政府はこれまでの活動実績の強化等を目的として、上記ラクロ灌漑施設を活用したコメの生

産性向上と水利組織の強化を主な内容とする技術協力プロジェクトの実施をわが国に要請し、

これを受けて独立行政法人国際協力機構（JICA）は 2005 年 6 月から 2010 年 3 月まで「マナツ

ト県灌漑稲作プロジェクト（フェーズ１）」を実施した。

同プロジェクトでは、収量向上を目的に、水利組合（WUA）への支援とともに栽培方法や種

子生産の改善に対する取り組み活動を行った結果、周辺地域への波及可能な栽培方法や種子生

産についての有効な方法が見いだされるなど、生産基盤の構築が図られた。しかしながら、本

プロジェクト成果を彼等自身で持続的に発展させるためには、更なる能力の向上を図る必要性

が認められた。そこで、県農業事務所及び WUA の更なる能力の向上と、さらには、隣接する

周辺灌漑地区（マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマネ）を含めた合計 860ha へ

のプロジェクト成果の拡大をめざした「マナツト県稲作灌漑プロジェクト（フェーズ２）」が東

ティモール政府から要請された。

これを受けて JICA は、2010 年 5 ～ 6 月に詳細計画策定調査を実施し、同年 8 月 10 日に討議

議事録（R/D）に署名、2010 年 11 月から 2014 年 11 月までの 4 年間の計画でフェーズ２プロジェ

クトを開始した。

本プロジェクトは、現在、2 名の長期専門家（チーフアドバイザー／灌漑水管理、業務調整／

研修）を派遣中であり、農業水産省（MAF）灌漑管理局、農業園芸局、農業コミュニティ開発

１．案件の概要

国名：東ティモール民主共和国 案件名：マナツト県灌漑稲作プロジェクトフェーズ２

分野：農業開発・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト

所管部署：農村開発部水田地帯第一

課

協力金額（調査時点）：約 1.4 ൨円

R/D 署名日：2010 年 8 月 10 日

協力期間：2010 年 11 月 23 日～

2014年 11月 22日（4年間）

先方関係機関： 農業水産省（MAF）

日本側協力機関：農林水産省

他の関連協力； 特になし

評価調査結果要約表
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支援局をカウンターパート（C/P）とし、マナツト県農業事務所における農民指導体制強化、改

良稲作システム（IRCS）1 の普及、WUA による灌漑システム維持管理体制強化に係る活動を行っ

ている。

１－２　協力内容

（１）上位目標

改良された灌漑稲作システムが、他の灌漑地区にも適用される。

（２）プロジェクト目標

プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。

（３）成　果

１．農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制 2 が強化される。

２．（ラクロ灌漑地区 3）

改良稲作システムが持続的に機能 4 する。

（ラクロ灌漑地区外 5）

改良稲作システムが適用される。

３．（ラクロ灌漑地区）

水利組合による灌漑システム 6 が適正に維持される。

（ラクロ灌漑地区外）

伝統的灌漑手法 7 が、現地適応型技術の試行を通じて改善される。

（４）投入（2012 年 9 月ᮎ時点）

＜日本側＞

専門家派遣：延べ 7 名（長期専門家 2 名、短期専門家 5 名）

機材供与：約 1,130 万円

ローカルコスト負担：約 1,730 万円 （2012 年度分を含む計画値）

＜東ティモール側＞

C/P 人材の配置：19 名
土地・施設提供（専門家執務室、展示圃場など）

プロジェクト運営費：C/P 給与、水道・光熱費など

1　 フェーズ１で確立された稲作システム。圃場準備（均平作業）・除草・定条植え、優良種子利用から構成される。
2　 農民指導体制：MAF が農民に対して改良稲作システム及び灌漑システムの指導を行うために必要な農業技術普及体制を意味す

る。
3　 ラクロ灌漑地区：507ha
4　 持続的に機能する：プロジェクト対象農民により、圃場準備・除草・定条植え、優良種子生産が継続して実施されている状態

をいう。
5　 ラクロ灌漑地区外：マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマネの各地区、合計 564ha。
6　 水利組合による灌漑システム：適切な配水、維持管理を意味する。
7　 東ティモールにおける灌漑施設は 3 タイプに分類される（テクニカル灌漑、セミーテクニカル灌漑、伝統的灌漑）。ラクロ灌

漑地区はセミーテクニカル灌漑、ラクロ灌漑地区外は伝統的灌漑である。
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３－１　実績の確認

（１）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標：　プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。

２．評価調査団の概要

調査者

担当分野 氏　名 所　属

団長／総括 山根　誠 JICA 農村開発部　水田地帯第一課　企画役

灌漑／水利組合 田中　宏
農林水産省　農村振興局設計課　海外土地改良技術室

課長補佐

計画管理 吉田　実 JICA 農村開発部　水田地帯第一課　特別嘱託

評価分析 東野　英昭
株式会社レックス・インターナショナル

シニアコンサルタント

調査期間 2012 年 10 月 27 日〜 11 月 16 日 調査種類：中間レビュー

３．評価結果の概要

指　標 達成状況

（ラクロ灌漑地区）

コメの生産性

（2.5t/ha）

2012 年 10 月の第１回モニタリングの結果によれば、調査対象 79 農家中 35 農家（44.3％）

が推奨の 4 品種を使用した。また、推奨品種については、1ha 当たりの収量は 3.0t であった。

推奨品種の生産性については指標を満たしているものの、使用割合（普及度合）がまだ不十

分なことに加え、除草や条植えなど IRCS を構成する技術要件の普及率は低く、プロジェク

トの実施による効果とは認めがたい（成果２の項参照）。プロジェクトの後半で技術の普及

を更に拡大していく必要がある。

ラクロ灌漑地区における水稲収量性

品　種 使用農家数
収量

（kg）
作付面積

（ha）
クタール当たりの収量࣊

（t/ha）

推奨 4 品種

① Nakroma
② Barito
③ Membrano
④ IR64

35
（44.3％）

77,739
（43.7％）

26.1
（43.5％）

3.0

在来品種
29

（36.7％）

61,913
（34.8％）

22.8
（38.0％）

2.7

ハイブリッド
14

（17.7％）

35,555
（20.0％）

10.1
（16.8％）

3.5

不明
1

（1.3％）

2,632
（1.5％）

1.0
（1.7％）

2.6

合計 79 177,839 60.0 平均 3.0
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（２）成果の達成状況

成果１：農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制が強化される。

指標 1-1：農業水産省職員普及員向けの研修回数（7 回）と受講人数（10 名）

＜改良稲作システム＞

8 名の普及担当職員と 2 名の栽培担当職員を対象に、技術研修はこれまでに 5 回実

施された。研修のカリキュラムは現在作成中で、2012 年 11 月には完成する予定である。

普及担当職員の能力は向上しているものの、プロジェクトの後半で更なる向上が望ま

れる。

＜灌漑システム＞

灌漑技術に関するマナツト農業事務所職員研修と、マナツト農業事務所職員及び農

民 OJT（On-the-Job Training）が、それぞれ 4 回、10 回実施された。

指標 1-2：農業水産省職員／普及員による農家のモニタリング回数（6 回）

改良稲作システム（IRCS）の定着、導入に関する農家のモニタリングは、第 1 回目

が 2012 年 10 月に実施された。今後は年 1 回実施される予定である。灌漑分野のモニ

タリングとしては、2011 年 11 月に、ラクロ灌漑地区への取水口地点における堆積状況、

流速、水位が項目として定められ、それ以来、基本的に週 1 回の計測が行われている。

指標（モニタリング回数 6 回）はプロジェクト終了までに満たされる予定である。し

かし、IRCS モニタリング活動は、マナツト県農業事務所の普及職員の参加の度合いが

低く、改善が必要である。

指標 1-3：農業水産省職員／普及員向け普及材料の作成

4 種類の普及教材（フェーズ１で作成された教材を基に作成された苗床作成／圃場

均平／条植えの教材、及び現地適応化灌漑技術の教材）が作成された。優良種子とモ

（ラクロ灌漑地区外）

コメの生産性が

20％増加する。

同様に 2012 年 10 月の第 1 回モニタリングの結果によれば、推奨品種の使用率は 25.4％で、

クタール当たりの収量は࣊ 1.9t であった。今回のモニタリング調査の結果を基に、今後指標

が満たされるかどうかを検討していくことが必要である。

ラクロ灌漑地区外における水稲収量性

品　種 使用農家数
収量

（kg）
作付面積

（ha）
クタール当たりの収量࣊

（t/ha）

推奨 4 品種

① Nakroma
② Barito
③ Membrano
④ IR64

18
（25.4％）

32,608
（28.4％）

17.5
（26.0％）

1.9

在来品種
42

（59.2％）

56,210
（48.9％）

40.0
（59.4％）

1.5

ハイブリッド
10

（14.1％）

25,206
（21.9％）

8.8
（13.1％）

2.9

不明
1

（1.4％）

880
（0.7％）

1.0
（1.5％）

0.9

合計 71 114,904 67.3 平均 1.8
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ニタリングに関する教材がプロジェクト後半で作成される予定。

成果２：（ラクロ灌漑地区）改良稲作システムが持続的に機能する。

指標 2-1：改良稲作システムを継続採用する農家数（80％）

ベースライン調査では、ラクロ灌漑地区調査対象 256 農家の中で 80％、79％、9％
が優良種子、条植え、複数回の除草を実施している。79 農家を対象としたモニタリン

グでは、これは、それぞれ、50％、50％、6％となっている。指標の設定数値に対して、

圃場の均平を除いては、IRCS の定着はいまだに不十分である。特に除草はほとんど行

われていない。

成果２：（ラクロ灌漑地区外）改良稲作システムが適用される。

指標 2-2：改良稲作システムの内の少なくとも一つ以上の技術が農家採用された数または

割合（農家数 340 戸、または農家の 50％）

ベースライン調査では、調査対象 85 農家の中で 59％、35％、10％が優良種子、条

植え、複数回の除草を実施している。71 農家を対象としたモニタリングでは、それぞ

れ 25％、28％、0％となっている。

ラクロ灌漑地区と同様に圃場均平は広く行われているものの、それ以外の技術の

IRCS のラクロ灌漑区以外への導入は、指標に対して未達成である。

指標 2-3：推奨品種の優良種子の配布割合（10％）

マナツト県農業事務所のデータによれば、2012 年度、推奨品種（優良種子）は 309
農家に配布されている（1,300 戸の農家に対し約 24％）。また 2011 年のベースライン

調査でも、推奨品種の使用割合はラクロ灌漑区で 80％、ラクロ灌漑区以外で 59％であっ

たため、指標は満たされている可能性が高い。しかし、今後のモニタリングで配布状

況を継続して確認することが必要である。

指標 2-4：農家向けの研修回数を参加人数（10 回、100 人）

IRCS 農民研修はサウ、マルラフン、及びラクロで、計 4 回実施された。参加者は延

べ 50 名である。したがって、指標 2-4 に関する活動の進捗状況は㡰当とも評価できる。

しかし、本来、IRCS の技術移転は、優良種子の使用、条植え、複数回の除草、圃場の

均平作業のすべてが農民に習得されて達成されるものである。これまでの研修には、

優良種子の使用、除草、圃場の均平作業が含まれていない。今後は、この点を配慮して、

より計画的な研修の実施が望ましい。

成果３：（ラクロ灌漑地区）水利組合による灌漑システムが適正に維持される。

指標 3-1：配水計画に基づいた配水の実施

灌漑施設のᨾ障や、WUA の機能停止・再建などの理由により、配水計画に基づいた

配水は、中間レビュー調査の時点では実施されていない。 水利費徴収の前段階として、

各圃場の耕作者の氏名が確認され、配水計画策定の準備がなされた。

指標 3-2：水利組合員からの水利費の徴収率（70％以上）

ベースライン調査では、水利費の徴収率は 70％程度であったとされる。しかし、

WUA が再建の途上である現在、水利費徴収の情報が入手できないため、指標の判定は



vi

困難である。

成果３： （ラクロ灌漑地区）伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善され

る。

指標 3-3：普及員／農家向けの現地適応型灌漑技術手法の研修回収 3 回）

灌漑技術に関するマナツト農業事務所職員及び農民 OJT がこれまでに 10 回実施され

た。延べ参加人数：243 名。

指標 3-4：普及員向けの現地適応型灌漑技術マニュアル

現地適応型灌漑技術マニュアルのドラフト 2 種が作成された。試験施工の結果を反

映し、修正と更新を行っていく予定である。

３－２　評価結果の要約

評価５項目に基づくレビュー結果は以下のとおり。詳細については、中間レビュー調査報告

書の第４章に記述している。

項　目 レビュー結果 主な理由

妥当性 高い （㸩）東ティモールの政策との整合性

（㸩）日本政府の援助方針／ JICA の支援方針との整合性

（㸩）地域社会のニーズとの整合性

有効性 中程度 （－）活動の進捗の遅れ／成果の発現の遅れ

効率性 低い～中程度 （－）成果の発現の遅れ

（－）プロジェクト前半の投入が計画どおりに実施されなかった。

インパクト

（見込み）

� 正のインパクトが期待できる。

� 負のインパクトは現状では想定されない。

持続性

（見込み）

（㸩）東ティモールの政策との高い整合性から政策上の支援を期待。

（－）普及分野での人材が不足。

３－３　成果の発現に㈉献した要因

（１）計画内容に関すること

特になし（フェーズ２の計画はフェーズ１での経験を生かし対象地区の状況を十分把握・

理解したうえで策定されている。しかし、フェーズ２の前半においては、成果の発現その

ものが遅れている）。

（２）実施プロセスに関すること

フェーズ１で供与した資機材の継続使用は、本プロジェクトの効率性の向上に一定の㈉

献があったと考えられる。

３－４　問題点及び問題をច起した要因

（１）計画内容に関すること

PDM の記述（用語の定義、成果とその指標の標記、活動の記述など）にあいまいな点が

みられ、活動の進捗に関するデータ・情報の収集の方針に混乱が生じた。
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（２）実施プロセスに関すること

東ティモール側の普及担当職員（C/P）が MAF の他の業務との兼務で多忙となり、プロジェ

クト活動に十分に参加できなかった。

３－５　結　論

プロジェクトは、フェーズ１において C/P であった者の多くがフェーズ２開始時には異動し

てしまっていたこと、フェーズ１で構築された IRCS が必ずしもマナツト県農業事務所に定着

していなかったこと、また WUA の内紛による機能停止など、当初の前提が崩れていた。加えて、

プロジェクト開始時点でベースライン調査の実施に多くの時間を費やし、これに続く他の活動

の遅れが認められた。

一方で、マナツト県農業事務所の農民指導能力は全体としてある程度向上したと判断される。

しかし、まだ満足できるレベルではなく、日本人専門家の支援の下で継続した努力が求められる。

普及担当の C/P については、プロジェクトの前半期間中、フルタイムでのプロジェクト活動

への参加が困難であったことから、IRCS の普及のためには、今後は、より積極的な参加が不可

欠である。

灌漑技術の面では、対象河川の不安定な流況や WUA の問題などが原因で、進捗は遅れ気味

であるものの、土砂や礫の堆積抑制のために実施されてきたフトン籠と大型土嚢を用いた応急

措置工法の試験施工が良ዲな結果を示している。プロジェクトの後半では、ティモール側 C/P
による現場での本格的な適用が期待される。

３－６　提　言

詳細については、レビュー調査報告書第５章に記述している。

３－６－１　プロジェクトへの提言

（１）PDM の改訂

プロジェクト目標の指標として耕作面積の増加を追加するとともに、成果３のプロジェ

クト活動内容を明らかにすべく修正した PDM 案（version 2.0）を提案した。

（２）ミーティングによる情報共有の徹底

当初行われていたプロジェクト実施に係る計画、進捗及び課題にかかわる日本人専門

家とマナツト県農業事務所 C/P の定期的ミーティングは現在行われていない。関係者間

の連携強化を通じ今後のプロジェクト持続性を高めるためには、東ティモール側 C/P 及

び JICA 関係者間で定期的ミーティングの場を早急に設けるだけでなく、農民や WUA の

関係者を交えたステークホルダー会議の定期開催も重要である。

（３）IRCS の啓発促進と研修体制の改善

IRCS 研修の継続的に拡大には、その利点を認識する農民の数を増加させていく必要が

あるため、同手法の効果を紹介する資料（リーフレット、パンフレット等）を制作し積

極的に配布することの意義は大きい。

また、IRCS の農民研修では、これまで、条植えや除草などの作業項目別に研修を実施

する計画であったが、複数回の参加が必須になるなど必ずしも効率的ではないため、参

加者が一日で必要な技術を習得できるようパッケージ化した研修カリキュラムに基づく

実施が望ましい。
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（４）活動促進に向けた方策

短期専門家の不在時を中心にプロジェクト活動に遅れが発生しており、2014 年 11 月ま

でのプロジェクト目標達成が困難となるおそれがある。これ以上の活動の遅れを防止し、

また現在の遅れを取り戻すためには、既述のとおり、C/P 人員の配置検討に加え、プロジェ

クト活動ごとの東ティモール側及び JICA 側双方の責任者の任命、専門家交代や不在時の

C/P を含めた引き継ぎ徹底などの対策を講じることが必要不可欠である。

３－６－２　東ティモール側への提言

（１）普及員の効率的な業務参加

今後ラクロ灌漑地区外への本格的な IRCS 普及活動の展開が計画されているが、同活動

の中核となるべき普及員は他ドナーの事業や通常業務などを兼務することから非常に多

忙である。よって普及員の効率的な活動環境確保のため、普及員の配置の見直しや人員

の強化、必要に応じてプロジェクト活動重点地区の絞り込み、普及員の交通手段の確保

などの方策検討が望まれる。

（２）東ティモール側の主体的取り組みの強化

本プロジェクトの趣旨は、マナツト県農業事務所の職員（普及員及び灌漑技術者）の

農民指導体制の強化により、彼ら自身によって農民に対して IRCS や適切な灌漑技術の

普及を図るものであるが、実際には C/P の数の不足や多忙さから、IRCS 普及・モニタリ

ングのためのデータ取得活動のように日本人専門家とプロジェクトのローカルスタッフ

のみでの活動となっているケースが認められる。プロジェクト期間が残り 2 年であるこ

とにかんがみ、今後の持続性を確保するためにも、プロジェクトのあらゆる活動につい

て東ティモール側の C/P が参加できるよう適切な人員配置とプロジェクト活動計画の速

やかな見直しが必要である。

（３）優良種子配布活動に係るマナツト県農業事務所との連携

推奨品種の優良種子は IRCS の効果を発揮するためには必要不可欠である。マナツト県

における優良種子の増殖・配布はマナツト県農業事務所が担当しているが、プロジェク

トの種子配布計画に沿うように調整するとともに、モニタリングを通じた同事務所との

緊密な連携が重要である。

３－６－３　日本側への提言

（１）現地適応化技術の確立と活用

灌漑施設の維持管理に係る現地適応化技術（大型土嚢とフトン籠から成る応急措置工

法）は現在の試験施工を通じて広く現場に適用される必要がある。そのために JICA は短

期専門家による適応化の検討を行ったうえで簡易マニュアルの作成などにより活用を図

ることが重要である。

（２）適切な投入の検討

短期専門家や資機材に係る投入については、現地の作付時期を念頭に置き、時宜を得

た投入及び立地上の利便性の観点からインドネシアなどにおける JICA の農業協力成果を

活用し、第三国専門家や第三国研修などの積極的な投入を検討する。
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３－７　教　訓

３－７－１　現地でのコミュニケーション

日本人専門家と C/P とのコミュニケーションに通訳を要する場合、コミュニケーション

ギャップが避けられない。特にプロジェクト立ち上げ初期において効率的な活動展開が難し

くなるため、可能な限り現地の言語に精通した専門家を 1 名以上配置することが重要である。

３－７－２　ベースライン調査の円滑な実施

プロジェクト開始時のベースライン調査においてローカルコンサルタントの活用が困難で

あることがあらかじめ見込まれる場合は、必要に応じてプロジェクト開始時の短期専門家派

遣等による支援を検討すること。

３－７－３　投入の効率性

現地の環境や農業事情が本邦と大きく異なる場合には、本邦研修や本邦派遣専門家の投入

に代わり、言語や立地面で類似環境にある第三国リソースの投入可能性をあらかじめ検討す

ることが望ましい。
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第１章　中間レビュー調査の概要

１－１　調査の目的

中間レビュー調査の目的は以下のとおりである。

① 　プロジェクト開始（2010 年 11 月）以来のプロジェクトの進捗と成果をプロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（PDM）（version 1.0）と活動計画表（PO）（version 0.1）〔ともに 2011
年 12 月の第３回合同調整委員会（JCC）会議にて承認〕に照らして確認すること

② 　東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」と記す）側と日本側の合同レビューチー

ムによって、プロジェクトを評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

を用いて総合的に評価すること

③ 　残りのプロジェクト期間における進捗の促進を図るために、解決すべき課題・問題を明ら

かにし、関係者間で、将来のプロジェクトの方向性を議論し、また、必要に応じて PDM と

PO を修正する。

④ 　レビュー調査結果に基づいて、合同レビュー報告書を含む協議議事録（M/M）を作成し、

東ティモール側と合意する。

１－２　調査団構成

中間レビュー調査は、日本側、東ティモール側の合同レビューチームによって実施された。双

方のメンバーは以下のとおり。

＜日本側調査団員＞

分　野 氏　名 所　属

１ 団長／総括 山根　誠 独立行政法人国際協力機構（JICA）農村開発部

水田地帯第一課　企画役

２ 灌漑／水利組合 田中　宏 農林水産省　農村振興局設計課　海外土地改良技術室

課長補佐

３ 計画管理 吉田　実 JICA 農村開発部　水田地帯第一課　特別嘱託

４ 評価分析 東野　英昭 株式会社レックス・インターナショナル

シニアコンサルタント

＜東ティモール側調査団員＞

氏　名 所　属

１ Mr. Vicente Guterres 農業水産省（Ministry of Agriculture and Fisheries：MAF）
灌漑水管理局　水管理部部長

２ Mr. Andre Freitas MAF 政策計画局　モニタリング・評価部　職員

３ Mr. Boaventura F. S. Soares MAF 農業園芸局　職員

１－３　調査日程

中間レビュー調査は、2012 年 10 月 27 日（土）から 11 月 16 日（金）〔官団員は 11 月 6 日（火）
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発〕にかけて実施された。（日程は付属資料１のとおり。〕

１－４　調査方法

日本側、東ティモール側双方が、合同でプロジェクトをレビューし、５項目評価を実施した。

レビューは、文献調査、現場視察、東ティモール側政府関係者やプロジェクト関係者へのインタ

ビューと協議などを通じて行った。

＜評価５項目の定義＞

ࣱ࢘ڲ

プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が、受益者のニーズに合

致しているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の政策との整合性はある

か、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か、公的資金である政府開発援助（ODA）で実

施する必要があるか、などの「援助プロジェクトの正当性・必要性」  

ஊјࣱ（ȗロǸǧクトႸ標ᢋ成ࡇ）

プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもたらされているのか

（あるいは、もたらされるのか）。

ј率ࣱ

主にプロジェクトの投入と成果の発現の関係に着目し、資源が有効に活用されているか（あ

るいは、されるか）。投入の質・量・タイミングと、成果の発現に結び付いているかどうかを

中心に検証する。

Ǥンȑクト

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果。予期していな

かった正・負の効果・影響を含む。

持続ࣱ

援助が終了しても、プロジェクトで発現した成果が持続しているか（あるいは、持続の見込

みはあるか）。 
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第２章　プロジェクトの概要

２－１　背　景

2002 年 5 月に独立した東ティモールは、就業人口の 86％が農林水産業に従事し、その生計を

主に農業に依存している。しかし、1999 年の政局混乱に伴う農業人口の流出、一部灌漑施設の

破壊、公共及び民間サービスの停止などが原因で農業生産性が低下している。その結果、同国の

主要食用作物のうち、トウモロコシ、キャッサバは国内生産でほぼ賄っているが、コメは国内需

要を満たしておらず、水田のコメ生産量は全国平均で約 1.5t/ha（籾ベース）と、他の東南アジア

諸国に比べ低い。

マナツト県はバウカウ、ボボナロ、ビケケの各県などと並んで水稲栽培の大きなポテンシャル

を有しており、灌漑稲作が広く行われている国内有数のコメ作地である。ラクロ灌漑施設はポル

トガル時代の 1960 年代に建設され、インドネシア政府によって修復されたが、1996 年の洪水に

よる被害を受けた後はほとんど使用できない状況となっていた。

独立後の同国へのコメ生産性改善に係る支援として、わが国は緊急無償資金協力を実施し、同

灌漑施設の修復を行い、開発調査「農林水産業開発調査」により中期総合農業開発計画を策定し、

同地区において実証プロジェクトを実施した。かかる経緯を受け、東ティモール政府はこれまで

の活動実績の強化などを目的として、わが国に対して、上記ラクロ灌漑施設を活用したコメの生

産性向上と水利組織の強化を主な内容とする技術協力プロジェクトの実施を要請し、これを受け

て JICA は 2005 年 6 月から 2010 年 3 月まで「マナツト県灌漑稲作プロジェクト」を実施した。

同プロジェクトでは、収量向上を目的に、水利組合（Water User’s Association：WUA）への支援

とともに栽培方法や種子生産の改善に対する取り組み活動を行った結果、周辺地域への波及可能

な栽培方法や種子生産についての有効な方法が見いだされるなど、生産基盤が構築された。しか

しながら、本プロジェクトの成果を彼等自身で持続的に発展させるためには、更なる能力の向

上を図る必要性が認められた。そこで、県農業事務所及び WUA の更なる能力の向上と、さらに

は、隣接する周辺灌漑地区（マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマネ）を含めた合

計 860ha へのプロジェクト成果の拡大をめざした「マナツト県稲作灌漑プロジェクト フェーズ２」

が東ティモール政府から要請された。

これを受けて JICA は、2010 年 5 月に詳細計画策定調査を実施し、2010 年 8 月 10 日に討議議

事録（R/D）に署名、2010 年 11 月から 2014 年 11 月までの 4 年間の計画でフェーズ２プロジェ

クトを開始した。

本プロジェクトは、現在、2 名の長期専門家（チーフアドバイザー／灌漑水管理、業務調整

／研修）が派遣されており、MAF 灌漑管理局、農業園芸局、農業コミュニティ開発支援局を

C/P とし、マナツト県農業事務所における農民指導体制強化、改良稲作システム（Improved Rice 
Cropping System：IRCS）の普及、WUA による灌漑システム維持管理体制強化に係る活動を行っ

ている。
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２－２　プロジェクトの要約

プロジェクトの基本計画は、PDM （version 1.0）のとおり（付属資料２）。その主要な部分を以

下に示す。活動の詳細については、付属資料３の PO（version 0.1）に示した。

上位目標 改良された灌漑稲作システムが、他の灌漑地区にも適用される。

プロジェクト目標 プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。

アウトプット

（成果）

１． 農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制 1 が強化され

る。

ラクロ灌漑地区 ラクロ灌漑地区外

２． 改良稲作システム 2 が持続

的に機能する 3。

２． 改良稲作システムが適用される。

３． 水利組合による灌漑システ

ムが適正に維持 4 される。

３． 伝統的灌漑手法 5 が、現地適応型

技術の試行を通じて改善される。

２－３　協力期間

4 年間 （2010 年 11 月から 2014 年 11 月）

２－４　実施機関

MAF 灌漑水管理局

２－５　対象地域

マナツト郡の灌漑地区（ラクロ灌漑地区、マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマ

ネ各地区）

２－６　ターゲットグループ

マナツト郡において灌漑を利用する農家（約 1,300 戸の農家世帯）、普及員（8 名）

1　 「農民指導体制」とは、MAF が農民に対して IRCS 及び灌漑システムの指導を行うために必要な指導体制基盤を意味する（農業技

術普及体制）。
2　 改良稲作システム：フェーズ１で確立された稲作システム。圃場準備（均平作業）・除草・定条植え、優良種子利用から構成される。
3　 「持続的に機能する」とは、プロジェクト対象農民により、圃場準備・除草・定条植え、優良種子生産が継続して実施されている

状態をいう。
4　WUA による適切な配水、維持管理を意味する。
5　 東ティモールにおける灌漑施設は 3 タイプに分類される（テクニカル灌漑、セミーテクニカル灌漑、伝統的灌漑）。ラクロ灌漑地

区はセミーテクニカル灌漑、ラクロ灌漑地区外は伝統的灌漑である。
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第３章　達成状況と実施の過程

３－１　達成状況

３－１－１　投　入

＜日本側＞

（１）日本人専門家

2012 年 10 月までの時点で、2 名の長期専門家と 5 名の短期専門家が派遣された。詳細

については付属資料４に示すとおりである。

プロジェクトの前半においては、短期専門家の派遣が投入量、タイミングの観点から適

切に行われず、プロジェクトの進捗を阻害したとみられる。

（２）現地業務費支援

2011 年度は、合計 110,873 米ドル が現地業務費として投入された。2012 年度は、合計

108,000 米ドルの投入が予定されている。

（３）本邦研修

2012 年 10 月までに、プロジェクトの円滑な実施のために、4 名の C/P と 2 名の WUA
組合員が本邦研修へ派遣された。 しかし、日本と東ティモールとの農業環境及び状況が

大きくかけ離れているため、研修員からは、研修で学んだ知識の活用が東ティモールでは

困難であると指摘する声も聞かれた。

表３－１　本邦研修実績

氏　名 研修コース名 研修期間と受入先

Mr. Deolindo de 
Oliveira

国別特設研修

「参加型灌漑管理システム」

23 日（2012 年 9 月 6 日

～ 9 月 28 日）JICA 札幌センター

Mr. Leoneto Pedro 
Hornay

農民主導普及手法研修 1 カ月（2011 年 4 月 4 日

～ 4 月 29 日）帯広畜産大学

Mr. Abel Soares D. C. 灌漑・排水のための施設維

持管理と水管理

1 カ月（2012 年 1 月 8 日

～ 2 月 8 日）JICA 筑波センター

Mr. Francisco Antonio 
X. D. C.

国別特設研修

「参加型灌漑管理システム」

23 日（2012 年 9 月 6 日

～ 9 月 28 日）JICA 札幌センター

Mr. Alexio da Silva* 国別特設研修

「参加型灌漑管理システム」

23 日（2012 年 9 月 6 日

～ 9 月 28 日）JICA 札幌センター

Mr. João Soares* 国別特設研修

「参加型灌漑管理システム」

23 日（2012 年 9 月 6 日

～ 9 月 28 日）JICA 札幌センター

注）* 伝統的水番人〔現地ではマリノ（marino）と呼ばれる〕

（４）供与資機材

合計 143,170 米ドル〔約 1,131 万円 （換算比率 1.00 米ドル =79.00 円）〕が、2012 年 10 月

までに供与された。供与機材の内訳は付属資料５に示すとおりである。
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＜東ティモール側＞

（１）C/P
プロジェクト開始当初は、合計 19 名の C/P が配置されていた。現在は、中央に 3 名、

マナツト県に 15 名、計 18 名が配置されている。C/P は担当業務の変更はみられるものの、

プロジェクトには継続して配置されている。ただし、普及担当の C/P は、他の業務との関

係でプロジェクト活動へのフルタイムでの従事が困難となっている。C/P のリストは付属

資料６に示した。

（２）現地業務費負担

東ティモール側は、C/P の給与、専門家執務室の光熱費などを負担した。

東ティモール側が、プロジェクトに支出した金額のみを提示することは難しいため、マ

ナツト県農業事務所の 2010 〜 2012 年の年間予算を参考のために表３－２に示す。

表３－２　マナツト県農業事務所年間予算
（単位：米ドル）

No. 費　目 2010 年度 2011 年度
F.Y.2012 年度

（計画）
合計

1 給与
受入額 216,320 510,287 162,000 888,607

支出 148,056 148,572 146,828 443,456

2 物品とサービス
受入額 179,000 179,000

支出 68,264 361,715 162,438 592,417

3 小口現金
受入額 0

支出 0

4
開発費

（インフラ整備）

受入額 0

支出 0

5 運営費 
受入額 68,264 42,000 35,000.00 145,264

支出 68,264 42,000 110,264

合計 284,584 552,287 376,000.00 1,212,871

出典：マナツト県農業事務所

（３）施設と機材

日本人専門家（長期専門家）の執務室がマナツト県農業事務所内に設けられている。ま

た、倉庫建屋の 2 部屋が暫定的にプロジェクト関係者の執務室と会議室として利用されて

いる。東ティモール側は執務室の什器備品（机、椅子、本棚など）を提供している。
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３－１－２　プロジェクト活動の進捗

主な活動の進捗は表３－３に取りまとめた。また、次節以降でも、成果との関連で活動の進

捗について記述した。

表３－３　主な活動の進捗

成果及び活動 進　捗

成果１：農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制が強化される。

1-1　マナツト県農業事務所

職員（技術職員、普及職

員）に対して、改良稲作

システム、及び適切な灌

漑システムに係る能力強

化研修を開催する。

＜改良稲作システム （IRCS）＞
１． IRCS の 5 つの教材（付属資料７中の No.1-5）が 2011 年の

10 月から 11 月にかけて作成された。今後必要に応じて修

正と更新を行う予定。 
２． マナツト県農業事務所の職員（普及と栽培担当者）を対象

とした IRCS の技術研修（MAF Manatuto Officers Training on 
IRCS）をこれまでに 5 回実施した。農民（10 名程度）も研

修の一部に参加した。 
３． 研修プログラムとカリキュラムは現在作成中であり、2012

年 11 月に完成予定。

＜灌漑システム＞

・ 灌漑分野の 6 種類のテキスト（付属資料７における No.24-
29） が試験施工の前に作成された。

・ 灌漑分野の技術研修が全 14 回実施された（MAF Manatuto 
Officers Training on Irrigation：4 回、MAF Manatuto Officers and 
Farmers OJT：10 回）

1-2　マナツト県農業事務所

職員（技術職員、普及職

員）による、改良稲作シ

ステム及び適切な灌漑シ

ステムに係るモニタリン

グの体制を構築する。

＜改良稲作システム （IRCS）＞
・ 2011 年 10 月、IRCS の技術研修に参加した 10 名の農民を対

象にモニタリングシステムが試験的に実施された。しかし

短期専門家（稲作）が帰国後、2012 年 6 月の再赴任時まで

活動は停滞した。

・ 2012 年 6 月、前年の経験を生かして、モニタリングシステ

ムが再検討され、同年 10 月に短期専門家の支援の下で本格

的に開始された。 
＜灌漑システム＞

・ 2011 年 11 月にラクロ取水口のモニタリング項目（堆積、流

速、水位）が決定され、それ以降、基本的に週単位で測定さ

れた。

・ モニタリング帳票が作成され担当職員が記入している。
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1-3　マナツト県農業事務所

職員（技術職員、普及職

員）により、農民に対し

て、改良稲作システム及

び適切な灌漑システムに

係る指導を行う。

＜改良稲作システム （IRCS）＞
・ フェーズ１で作成された教材をベースに、普及用教材〔付

属資料７中の No.6（Rice cropping system in the Laclo irrigation 
scheme）、No.7（IRCP2 technical memo；2012 年 8 月から月刊

で発行）〕などが農民への普及のために作成された。

＜灌漑システム＞

・ 灌漑分野の 6 種類のテキスト （付属資料７中の No.24-29） が
試験施工の前に作成された。

・ 灌漑分野の技術研修が全 14 回実施された（MAF Manatuto 
Officers Training on Irrigation：4 回、MAF Manatuto Officers and 
Farmers OJT：10 回）

成果２：

（ラクロ灌漑地区）改良稲作システムが持続的に機能する。

（ラクロ灌漑地区外）改良稲作システムが適用される。

（ラクロ灌漑地区）

2-1　改良稲作システムが持

続的に実施されるための

指導、モニタリングを行

う。

＜改良稲作システム （IRCS）＞
・ 2012 年 10 月に実施されたモニタリングでは、IRCS の基本

要素は、圃場の均平化を除き、定着が不十分であることが

示された。〔詳細は後述３－１－３（２）参照〕

・ 農民は集約的な作業が必要な IRCS を忌避する傾向がみられ

る。また、政府の支援（種子と肥料配布）を待っている間に

作付時期を逸する場合がみられた。

（ラクロ灌漑地区外）

2-2　ベースライン調査を行

い、地区ごとの特徴を分

類し、アプローチ方法を

整理する。

ベースライン調査

・ ベースライン調査は 2011 年の 7 月から 10 月にかけて日本人

専門家の支援の下、普及員によって実施された。社会経済

調査は、2011 年 11 月から翌年 1 月にかけて NGO に委託実

施された。それらの結果は、2011 年 11 月、2012 年 3 月にそ

れぞれ報告書として取りまとめられた。

・ サンプル情報は、85 世帯（マララハン：156 世帯中 10 世帯、 
ディリマネ：33 世帯中 31 世帯、レンボール：156 世帯中 43
世帯、 スマセ：89 世帯中 1 世帯）から収集された。 サウ地

区は農民の協力が得られずデータ収集ができなかった。 
地区ごとの特徴の分類と類型化

・ 各地区の特徴（播種方法、除草管理状況）はベースライン

調査でおおむね把握できた。

・ プロジェクトは各地区の特徴に応じたアプローチ方法の整

理を試みたが、最終的に各地区の大きな違いはないと結論

づけ、地区ごとに異なった方法での普及は必要がないと判断

した。 
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2-3　改良稲作システムを普

及する。

展示圃場

・ IRCS 普及に向けた農民研修用展示圃場を計画し、設置した。

・ 初年度はラクロ灌漑区内に 4 カ所、ラクロ灌漑地区外（レン

ボール）に 1 カ所、計 5 カ所の展示圃場を設置し、普及活動

が行われた。

・ 第 2 年次には、展示圃場をラクロ灌漑地区内の県農業事務所

と農民から借り上げた圃場の 2 カ所に集約し、効率的な運営

を図った。

・ 展示圃場では、2012 年 4 月から IRCS と従来型栽培の比較試

験などを実施した。しかし、2012 年の 10 月に水牛による食

害が発生し、一部のデータの収集が不可能となった。

農民研修

・ 農民研修 （IRCS Farmers Training） がこれまでに 4 回実施され

た。

村落 参加者

マララハン

（27 名）

第１回 及び 第３回農民研修 （2012 年 3 月及び 4
月に、それぞれ 12 名と 15 名）

サウ

（17 名）

第２回農民研修（2012 年 3 月に 17 名）

県農業事務所 
圃場

（35 名）

第４回 農民研修 （2012 年 10 月に 6 名）

第１回と第３回 IRCS 研修（実習）（2011 年 10
月と 11 月に、それぞれ 10 名と 8 名）

・ 農民を対象としたテキストと教材が作成された（付属資料

７中の No.2 と No.6 を指す）。しかし、内容については更新

する必要がある。

・ ターゲット地域全般に適用可能な技術パッケージ （IRCS の 4
つの要素：優良種子、 圃場の均平、 条植え、 除草を網羅） を準

備中であり、2012 年の 12 月には完成する予定である。2013
年の作付前の実施を皮切りに、このパッケージを用いて、毎

年、農民向けの一日研修コースを実施する予定。

（ラクロ灌漑地区・ラクロ

灌漑地区外）

2-4　優良種子を増産し、プ

ロジェクト対象地区農家

に供給する。

・ プロジェクト初年度（2011 年度）は、プロジェクト活動

の一環として、県農業事務所の圃場（3.2ha）を用いて種子

生産を実施した。生産量は全体で 6.8t。品種別では、IR64 
（1.8t）、Nakroma （3.6t）、Barito （0.5t）、Membrano （0.9t）であ

る。

・ 優良種子の生産プログラムの策定と実施はマナツト県農業

事務所が行っているため、2012 年から、プロジェクトは種

子生産を行わず、県農業事務所が生産した優良種子配布状

況についてのモニタリングに注力した。

・ 第１回モニタリング（データ収集）は 2012 年 10 月に実施し

た（詳細は後述３－１－４参照）。
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2-5　フェーズ１で開発され

た簡易型農業機械を製作

し、対象地区への導入を

促進する。

・ 直播機のプロトタイプはプロジェクトのフェーズ１で試作

された。フェーズ２では農業機械の専門家によって機械の

改良を行った。しかし、直播機は直進性の弱さと播種口の

泥詰まりなどの欠点が残されている。加えて、直播機はサ

イズがやや大きすぎ、農家が取り扱いづらい。そのため更

なる改良の必要性と実用性の検証が必要であることが明ら

かになった。

・ プロジェクトは 2012 年 10 月に簡易型除草機、条植えのため

のラインマーカー、レーキによる圃場均平、簡易用具によ

る籾殻燻炭づくりの技術を移転するための研修を実施した。

成果３：

（ラクロ灌漑地区）水利組合による灌漑システムが適正に維持される。

（ラクロ灌漑地区外）伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善される。

（ラクロ灌漑地区）

3-1　 運 営・ 維 持 管 理

（O&M）のモニタリング

を通じて水利組合の活動

を促進する。

・ WUA の O&M モニタリングは 2010 年 10 月から開始された。

その結果、会計記録が適切に取られていないことが判明し、

2012 年 4 月までプロジェクトによる会計処理のための指導

が行われてきた。

・ また、ラクロ灌漑システムには、沈砂池の下流側の土砂吐

の不備、不適切なゲート操作、施設の損傷などの課題があ

ることも明らかになった。

・ WUA が行ってきた維持管理とは、重機を用いた堆積の除去

のみであった。

【WUA の内紛と解決に向けた行動】

・ WUA 執行陣には、不適切な管理（資金難、経営の透明性の

欠如など）への不信感があったとされる。これが、マリノ

（marino）6 の解雇を機会に、執行陣の退陣と WUA の機能停

止へとつながっていった。

・ 2011 年の始め、執行陣は資金難から、経費を抑制するため

に 4 名のマリノを解雇。しかし、これは組合員に伝統的慣習

の否定ととらえられ、以前からくすぶっていた組合員の執行

陣に対する不信が表面化した。2012 年 4 月、WUA の執行陣

は辞職に追い込まれ、WUA は機能停止状況となった。

6　 マリノ（marino）は、東ティモールで代々受け継がれてきた伝統的な水番人（water guard）である。稲作の開始前に、水神への祭

事を司る重要な役を担い、また、近年では WUA の水利費の徴収を行ってきた（物納が主）。 農民はマリノの指示の下で、水路の

清掃維持を行うのが慣習であった。マリノは報酬として農民からコメを受け取るのが慣例である。
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その後の経緯は以下のとおり。

① 　プロジェクトは WUA をマナツト県農業事務所の暫定管

理下に置き、問題の解決のために村の伝統的な権威（村長

や代々受け継がれてきた伝統的な役職であるマリノなど）

を交えた会議を行った。

② 　その結果、伝統的な水管理の方法を WUA の維持管理シ

ステムの中に再び取り入れることで合意を得た。

③ 　2012 年 5 月、マリノが灌漑水の管理を再開し、状況は

改善の方向に向かった。 

・ WUA は、2012 年 10 月、村長やマリノなどを交えた、現地

語で Comite Domi と呼ばれる執行部を設置し、再建の途につ

いた。プロジェクトの後半には WUA としての本来の機能を

十分に発揮することが期待される。

（ラクロ灌漑地区外）

3-2　ベースライン調査を行

い、地区ごとの特徴を分

類し、アプローチ方法を

整理する。

ベースライン調査

・ ベースライン調査は 2011 年の 7 月から 10 月にかけて、日

本人専門家の支援の下、普及員によって実施された。また、

社会経済調査が、2011 年 11 月から翌年 1 月にかけて NGO
によって実施された。それらの結果は、2011 年 11 月、2012
年 3 月に報告書として取りまとめられた。

・ 地区ごとの特徴を分類し、灌漑技術のアプローチ方法を明

らかにするために、現状分析（関係者分析、課題の明確化、

灌漑地区の類型化など） を実施し、2012 年 9 月には、地区別

の詳細試験方法（案）を取りまとめた。

3-3　研修を通じた現地適応

型灌漑技術の試行を行

う。

・ 現地適応型灌漑技術の試行は、2011 年の 3 月以来、これま

で合計 10 回実施し、結果をフィードバックしてきている。 
・ 試行の前に、灌漑技術担当職員から、農民に対する説明を

行った。

・ 2012 年 10 月時点での評価では、灌漑担当技術職員は、現地

適応型灌漑技術について一定の理解はしているものの、今

後の更なる向上が必要である。

3-4　現地適応型技術のマ

ニュアルを作成する。

・ 現地適応型技術マニュアル案（付属資料７中の No.24 と 25）
が作成されているが、試行の結果を生かして修正を行って

いく。 

３－１－３　成果の発現状況

（１）全　般

プロジェクトの前半（2010 年 11 月から 2012 年 10 月）については、活動が全般的に遅

れ気味である。結果として、成果の発現も期待を下回るものとなった。

その理由として次のような点が推測された。

プロジェクトは計画策定に時間をかけたすぎたことから、その後の活動も遅延した。例

えばベースライン調査。これは本来、プロジェクト開始後、速やかに実施すべき性格のも
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のであるが、実際にはプロジェクトの開始から 8 カ月後に実施された。加えて、灌漑の水

源となる河川の流況の頻繁な変化、対象村へのアクセス道路の未整備、WUA の内紛問題

などもプロジェクトの進捗を妨げた一因と思われた。

成果１：農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制が強化される。

中間レビュー時点の日本人専門家の評価によればマナツト県農業事務所の C/P の能力

はある程度は向上しているものの、まだ満足のいくものではない。プロジェクトの後

半に、日本人専門家の支援を受けることで C/P の能力が更に向上すれば、マナツト県農

業事務所における農民指導体制は強化されていくものと期待される。

成果２：（ラクロ灌漑地区）改良稲作システムが持続的に機能する。

成果２：（ラクロ灌漑地区外）改良稲作システムが適用される。

ラクロ灌漑地区とラクロ灌漑地区外の IRCS の定着と適用の状況に係る第１回モニタ

リングが、2012 年の 10 月に実施された。

ラクロ灌漑地区における IRCS の定着は、指標に対して不十分であり、79 名の調査対

象農家のうち、優良種子を使用していた農家、条植えを実施していた農家、複数回の

除草を実施していた農家の割合は、それぞれ 50％、50％、6％であった。

ラクロ灌漑地区外では、71 名の調査対象農家に対し、優良種子を使用していた農家、

条植えを実施していた農家、複数回の除草を実施していた農家の割合は、それぞれ

25％、28％、0％であった。

成果３：（ラクロ灌漑地区）水利組合による灌漑システムが適正に維持される。

成果３： （ラクロ灌漑地区外）伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善

される。

ラクロ灌漑地区の WUA による灌漑システムの維持とラクロ灌漑地区外での伝統的手

法の改善は、計画に対して遅れている。主な理由は以下のとおり。

① 　雨期に繰り返される洪水によって引き起こされる頭首工や水路内の土砂及び礫の

堆積、施設の損傷と機能不全

②　また、流況の頻繁な変化によって復旧工事が妨げられること

③　灌漑・排水水路配置が地形や土質を十分に考慮していないこと

④　WUA の不適切な管理による機能不全

⑤　道路ネットワークの不備によるアクセスの困難さ

しかし、このような条件下でも、プロジェクトの努力による改善や進捗がみられる。

マナツト県農業事務所とプロジェクトの指導の下に、ラクロ灌漑地区の WUA が 2012
年 10 月に再建の途についた。新しい執行部には伝統的な村落の役職者（マリノ、村の

首長など）が含まれ、早晩、WUA としての本来の機能を十分に発揮する状態に回復す

ることが期待される。

土砂や礫の堆積は、適切に灌漑システムを維持していくうえで最も深刻な問題のひと
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つであるが、これを制御する「大型土嚢とフトン籠を組み合わせた応急措置工法」の試

験が繰り返されたことでプロジェクト内に経験が蓄積されつつある。プロジェクトの

後半では、同工法がプロジェクト対象地域で広く適用されることが期待される。

ラクロ灌漑地区では、プロジェクトの基本戦略として、同工法と、再建後の WUA に

よるゲート操作と組合員による堆積の除去を組み合わせることで灌漑システムの円滑

な運営・維持管理を行うことを想定している。ラクロ灌漑地区外でもフトン籠の利用

が安定した取水に有効に機能することが期待できる。

（２）指標による成果の達成状況

成果１：農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制が強化される。

指標 1-1：農業水産省職員普及員向けの研修回数（7 回）と受講人数（10 名）

＜改良稲作システム＞

技術研修はこれまでに 5 回実施された。対象は 8 名の普及担当職員と 2 名の栽培担

当職員である。研修の内容については表３－４に取りまとめたとおりである。研修の

カリキュラムは現在作成中で、2012 年 11 月には完成する予定である。

研修の実施回数から指標を見れば中間レビュー時点としては、おおむね妥当な進捗

と思われる。しかし、東ティモール側普及担当の C/P はプロジェクト後半に向けて、

専門家の支援の下、更に能力の向上を図るための努力が求められる。

表３－４　改良稲作システム（㻵㻾㻯㻿）研修

回
数

開催日時 タイトル 内容 開催場所
参加者

職員 農民

1
2011 年 5 月

23 日
IRCS 実施研修 条植え Hatusadan 展示圃場 11

2
2011 年 7 月

5 日
IRCS 実施研修 除草 Hatusadan 展示圃場 8

3*

2011 年 10
月 6 日

IRCS 職員研修（講義）
苗床、圃場

均平、移植
県農業事務所 4

2011 年 10
月 10 日

第１回 IRCS 研修（実技）
苗床、圃場

均平、移植
県農業事務所圃場 10 10

4*

2011 年 10
月 11 日

IRCS 職員研修（講義） 除草 県農業事務所 4

2011 年 10
月 26 日

第２回 IRCS 研修（実技）
除草、圃場

均平
県農業事務所圃場 7 8

5*

2011 年 11
月 9 日

IRCS 職員研修（講義）
改良稲作

システム
県農業事務所 4

2011 年 11
月 16 日

第３回 IRCS 研修（実技）

（予定）

改良稲作

システム
マララハン 4 11

注）* 講義と実技ともに行って 1 回とカウントする。
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日本人専門家による普及担当 C/P の能力評価は表３－５のとおりである。

表３－５　普及担当職員の能力評価

普及に必要な能力
7 名の普及担当職員 *1 の平均グレード *2

2011 年３月 2012 年 10 月

１．IRCS の理解 2.7 3.8

２．IRCS 講義実施能力 1.8 2.6

３．IRCS 実技指導能力 2.7 3.2

４．担当地区農民とのコミュニケーション 3.0 3.2

５．研修実施計画と管理能力 1.9 2.7

６．活動のフィードバック 2.1 2.7

７．意欲と積極性 3.0 3.4

注）*1　2012 年 10 月現在、プロジェクトに配置されている普及担当職員は 7 名。

*2　各項目の評価基準

5 - 非常に高い（関連活動を独力で実施でき、他への指導も可能）

4 - 高い（関連活動を独力で実施できる）

3 - 普通（関連活動はサポートを受けて実施できる）

2 - やや低い（理解はしているが、実践経験が不足している）

1 - 低い（理解度及び実践経験とも限られる）

＜灌漑システム＞

灌漑技術に関する、マナツト県農業事務所職員研修と、マナツト農業事務所職員

及び農民 OJT が、それぞれ、4 回、10 回実施された。

表３－６　灌漑技術に関するマナツト県農業事務所職員研修

実施日 タイトル 内容 場所 参加者

1
2011 年 8 月 22 日

～ 29 日
ラクロ堆積調査 堆積分析 ラクロ 10

2 2011 年 11 月 10 日 ラクロ 頭首工技術試行
フトン籠による

堆積防止
ラクロ 12

3 2011 年 9 月 22 日 灌漑 技術試行
支線水路の改修

技術

ラクロ及び

ラクロ以外
4

4 2011 年 12 月 5 日
取水工施設堆積コント

ロール
堆積防止

ラクロ及び

ラクロ以外
10
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表３－７　マナツト県農業事務所職員及び農民 㻻㻶㼀

実施日 タイトル 内　容 場　所
参加者

職員 農民

1
2011 年

3 月 2 日
大型土嚢の設置

土嚢による取水口の設置

試験
サウ 2 8

2
2011 年

3 月 30 日
導水堤の設置

河川締切による伝統的導

水堤の再設置大型
スマセ 3 17

3
2011 年

5 月 18 日
フトン籠試験施工

土砂によるフトン籠設置

の試験施工

県農業事務

所
2 28

4
2011 年

10 月 27 日

取水口、洗掘防止工

試験施工

フトン籠試験施工

取水口、水制工試験施工
マララハン 1 11

5
2012 年

2 月 14 日

取水口、導水堤

試験施工

水制工と取水口の組み合

わせによる取水方向の変

更による流速低減の試験

施工

サウ

（Dirol 1）
3 19

6
2012 年

2 月 17 日
法肩水路の復旧

法面崩壊部の法肩水路の

復旧をフトン籠により実

施。

スマセ

（Ilatum）
3 17

7
2012 年

2 月 23 日

河川本流のフトン

籠設置（本流の変

更の試み）

フトン籠の設置により離

れた本流を取水口側へ変

更した。

マララハン 3 34

8
2012 年

3 月 21 日

水制工設置による

取水試験施工

取水口上下流に水制工を

設置し、取水流速の低減

と水位確保を図った。

サウ

（Dirol 1）
3 15

9
2012 年

4 月 20 日

水制工設置による

水田浸食防止

水制工設置による浸食防

止

サウ

（Dirol 3）
1 25

10
2012 年

6 月 25 日

～ 7 月 4 日

地盤改良による水

制工の耐久性強化

試験

河床下に大型土嚢を埋設

し上部にフトン籠を設置

サウ

（Sau）
18 69

指標は達成されているものの、東ティモール側の灌漑担当職員は、日本人専門家の

支援の下、プロジェクトの後半にかけて、能力の向上をめざすことが望まれる（次

ページの表３－８参照）。
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表３－８　灌漑担当職員（技術職員）の能力評価

灌漑に必要な能力
3 名の灌漑担当職員の平均グレード *

2011 年 3 月 2012 年 10 月

農民参加型開発についての説明能力 1.6 2.4

工事計画の作成能力 1.0 2.0

フトン籠工の農民指導能力 1.0 3.2

施工管理能力 1.0 2.8

建設機械の操作能力 1.0 2.0

注）* 各項目の評価基準

5 - 非常に高い（関連活動を独力で実施でき、他への指導も可能）

4 - 高い（関連活動を独力で実施できる）

3 - 普通（関連活動はサポートを受けて実施できる）

2 - やや低い（理解はしているが、実践経験が不足している）

1 - 低い（理解力及び実践経験とも限られる）

指標 1-2：農業水産省職員／普及員による農家のモニタリング回数（6 回）

灌漑分野のモニタリングとしては、2011 年 11 月に、ラクロ取水工地点における堆積

状況、流速、水位が項目として定められ、それ以来、基本的に週に 1 回の計測が行われ

ている。

改良稲作システムの定着、導入に関する農家のモニタリングは、第 1 回目が 2012 年

10 月に実施され、今後年 1 回実施される予定である。したがって、指標自体はプロジェ

クト終了までに満たされる予定である。しかし、現状では、マナツト県事務所の普及

員の参加の度合が低く、今後の改善が必要である。

第 1 回モニタリングの結果は次節以下に詳述している。

指標 1-3：農業水産省職員／普及員向け普及材料の作成

4 種類の普及教材（フェーズ１で作成された教材を基に作成された苗床作成、圃場均

平、条植えの教材、及び現地適応化灌漑技術の教材）がこれまでに作成されている。優

良種子とモニタリングに関する教材がプロジェクトの後半で作成される予定である。
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成果２：（ラクロ灌漑地区）改良稲作システムが持続的に機能する。

指標 2-1：改良稲作システムを継続採用する農家数（80％）

改良稲作システムの採用の状況について、2011 年 7 月から 10 月にかけて実施された

ベースライン調査の結果、並びに本年 10 月に実施された第 1 回モニタリングの結果を

表３－９に示した。

ベースライン調査では、調査対象 256 農家の中で、80％、79％、9％が優良種子、条

植え、複数回の除草を実施している。79 農家を対象としたモニタリングでは、これは、

それぞれ、50％、50％、6％となっている。指標の設定数値に対して、圃場の均平を除

いては、IRCS の定着は十分とはいえない状況にある。

表３－９　改良稲作システムの定着についてのベースライン調査とモニタリングの結果
（単位：％）

調査項目
ベースラインサーベイ（2011 年）

調査結果 *1
IRCS モニタリング（2012 年）

調査結果 *2

ラクロ灌漑地区
ラクロ

灌漑地区外
ラクロ灌漑地区

ラクロ

灌漑地区外

使用した IRCS 推奨

4 品種の使用率
80 59 50 25

塩水選の実施率 n.a. n.a. 0 0

均平作業実施率 n.a. n.a. 100 100

3 回以上の代掻き

実施率

（トラクター及び

ハンドトラクター

利用の場合は砕土

作業回数含む）

n.a. n.a. 86 95 

条植え移植実施率 79 35 50 28

複数回の除草

実施率
 9 10 6 0

注）*1  ベースラインサーベイ（2011 年）の調査対象農家はラクロ灌漑地区で 259 戸、ラクロ灌漑地区外 85 戸。

*2  IRCS モニタリング（2012 年）の調査対象農家はラクロ灌漑地区で 79 戸、ラクロ灌漑地区外 71 戸。

成果２：（ラクロ灌漑地区外）改良稲作システムが適用される。

指標 2-2： 改良稲作システムのƏƪの少なくとも 1 つ以上の技術が農家採用された数ま

たは割合（農家数 340 戸、または農家の 50％）

ベースライン調査では、調査対象 85 農家の中で、59％、35％、10％が優良種子、条

植え、複数回の除草を実施している。71 農家を対象としたモニタリングでは、これは、

それぞれ、25％、28％、0％となっている。ラクロ灌漑区と同様に圃場均平は広く行わ

れているものの、それ以外の IRCS 技術項目についてはラクロ灌漑区以外への導入が指

標を満たしていない。
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指標 2-3：推奨品種の優良種子の配布割合（10％）

優良種子の生産はマナツト県農業事務所で実施されているが、その栽培担当職員から

の情報によれば 2012 年の推奨品種の優良種子の配布状況は、以下のとおりである。

表３－ 㻝㻜　優良種子配布状況（㻞㻜㻝㻞 年）

品種
配布対象

農家の数

配布量合計

（kg）

対象農家の

圃場面積

（ha）

単位面積当たり

平均配布量

（kg/ha）

農家当たりの

配布量

（kg/ 戸）

Nakroma 84 2,396 122.3 19.5 28.5

Barito 81 2,360 121.7 19.3 29.1

Membrano 73 816 41.2 19.8 11.1

IR64 71 365 18.9 19.3 5.1

合計 309 5,937 304.1

一方、ベースライン調査によれば、推奨品種の使用割合は、ラクロ灌漑区で 80％、

ラクロ灌漑区以外で 59％であった。また、第 1 回モニタリングでは、その割合は 50％
と 25％である。

いずれのデータを取るとしても、指標 2-3 は満たされていることとなる。また、今

後、継続してデータを取得する必要がある。なお、モニタリングの結果からは、種子

の塩水選を実施している農家はほとんどない。

指標 2-4：農家向けの研修回数を参加人数（10 回、100 人）

IRCS 農民研修はサウ、マルラフン、及びラクロで、計 4 回実施された。農民は、職

員向けの IRCS 研修 （実習）にも参加している。（2011 年 10 月及び 11 月に、それぞれ

10 名と 8 名が参加）

表３－ 㻝㻝　改良稲作システム（㻵㻾㻯㻿）農民研修

タイトル 内容 開催日 場所 参加者

第１回 IRCS 農民研修 苗床 2012 年 3 月 27 日 マララハン 12

第２回 IRCS 農民研修 条植え 2012 年 3 月 28 日 サウ 17

第３回 IRCS 農民研修 条植え 2012 年 4 月 19 日 マララハン 15

第４回 IRCS 農民研修 苗床、農機具づくり 2012 年 10 月 23 日 県事務所圃場 6

したがって、指標 2-4 を中間レビューの時点でみた場合には、研修の実施状況（回数）

は妥当と評価できる。しかし、本来、改良稲作システムの技術移転は、優良種子の使

用、条植え、複数回の除草、圃場の均平作業のすべてが農民に習得されて達成される

ものである。上記の研修には、優良種子の使用、除草、圃場の均平作業が含まれてい

ない。今後は、この点を配慮して、より計画的な研修の実施が望ましい。
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成果３：（ラクロ灌漑地区）水利組合による灌漑システムが適正に維持される。

指標 3-1：配水計画に基づいた配水の実施

灌漑施設の機能が損なわれていること、また、水利組合の再建に時間を費やしたこと

などが理由で、配水計画に基づいた配水の実施は、中間レビューの時点では実施され

ていない。

水利費徴収の前段階として、各圃場の耕作者の氏名が確認され、配水計画策定の準備

がなされた。また、水利組合再建のために、本年 9 月に、21 名の農民と 2 名の灌漑担

当職員がマリアナ I の WUA の運営状況を視察した。

指標 3-2：水利組合員からの水利費の徴収率（70％以上）

ベースライン調査では、水利費の徴収率は 70％程度であったとされる。しかし WUA
が再建の途上にある現在、水利費徴収の情報が入手できないため、指標の判定は困難

である。

成果３： （ラクロ灌漑地区外）伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善

される。

指標 3-3：普及員／農家向けの現地適応型灌漑技術手法の研修回数 3 回）

灌漑技術に関するマナツト農業事務所職員及び農民を対象とした OJT がこれまでに

10 回実施された（前掲の表３－７参照）。

指標 3-4：普及員向けの現地適応型灌漑技術マニュアル

現地適応型灌漑技術マニュアルのドラフト 2 種が作成された。試験施工の結果を反映

し、修正と更新を行っていく予定である。

表３－ 㻝㻞　現地適応型灌漑技術マニュアル

タイトル 内　容 備　考

フトン籠 土嚢とフトン籠 付属資料７の No.24

土嚢 埋め土とフトン籠 付属資料７の No.25

３－１－４　プロジェクト目標の達成状況

ȗロǸǧクトႸ標：ȗロǸǧクトݣᝋ地区におけるǳȡのဃ産ࣱが改善する。

指標：（ラクロ灌漑地区）ǳȡのဃ産ࣱ（2�5W�KD）
2012 年 10 月の第 1 回モニタリングの結果によれば、ラクロ灌漑地区におけるコメの品種別

の収量は表３－ 13 のとおり。
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表３－ 㻝㻟　ラクロ灌漑地区における水稲品種別収量

品　種 栽培農家数 生産量（kg） 作付面積（ha） 単収（t/ha）

推奨品種 *

Nakroma
Barito
Membrano
IR64

35（44.3%） 77,739（43.7%） 26.1（43.5%） 3.0

在来品種 29（36.7%） 61,913（34.8%） 22.8（38.0%） 2.7

ハイブリッド 14（17.7%） 35,555（20.0%） 10.1（16.8%） 3.5

不　明 1 （1.3%） 2,632 （1.5%） 1.0 （1.7%） 2.6

合　計 79 （100%） 177,839 （100%） 60.0 （100%） 平均 3.0
注）*  IRCS での推奨品種

79 農家中 35 農家（44.3％）が推奨品種を使用した。その推奨品種の単収は 3.0t/ha であ

り、推奨品種の生産性（2.5t/ha）については指標を満たしている。しかし推奨品種の作付比率

（44.3％）については、プロジェクト後半で更に拡大していく必要性が認められた。

指標：（ラクロ灌漑地区外）ǳȡのဃ産ࣱが 。加するف20％

2012 年 10 月の第１回モニタリングの結果によれば、ラクロ灌漑地区外におけるコメの品種

別の収量は以下のとおり。

表３－ 㻝㻠　ラクロ灌漑地区外における水稲品種別収量

品　種 栽培農家数 生産量（kg） 作付面積（ha） 単　収（t/ha）

推奨品種 *

Nakroma
Barito
Membrano
IR64

18（25.4%） 32,608（28.4%） 17.5（26.0%） 1.9

在来品種 42（59.2%） 56,210（48.9%） 40.0（59.4%） 1.5

ハイブリッド 10（14.1%） 25,206（21.9%） 8.8（13.1%） 2.9

不明 1 （1.4%） 880 （0.8%） 1.0 （1.5%） 0.9

合計 71 （100%） 114,904 （100%） 67.3 （100%） 平均 1.8
注）* IRCS での推奨品種

全品種の平均単収は 1.7t/ha であり、モニタリングの結果とベースライン調査の結果で、同

じ結果が得られた。推奨品種の使用率は 25.4％で、平均単収は 1.9t/ha であった。

ベースライン調査では、品種別の収量データがないため、今回のモニタリング調査の結果を

基に指標が満たされるかどうかを検討していくこととなろう。
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３－２　プロジェクトの実施過程

３－２－１　PDM の変更

現行の PDM（version 1.0）は、第３回 JCC （2011 年 12 月）で承認された。主な変更点は指標

の変更であった。現行の PDM には、あいまいな記述などがみられるため、中間レビュー調査

団は PDM の修正を提言した（第５章参照）。

表３－ 㻝㻡　㻼㻰㻹 の変更

version 修正内容 承認時期

0.0 2010 年 6 月の R/D 添付

1.0 定量的な指標の追加 第３回 JCC （2011 年 12 月）

３－２－２　会　議

これまでに行われた会議の実績は以下のとおりである（内部会議や定例の週会議などは除

く）。これに加えて、今年の中頃までは定例の週会議が行われていたが、最近、開催されなく

なっている。

表３－ 㻝㻢　会議開催実績

日　付 名　称 参加者

2011 年 1 月 第１回 JCC 会議 21

2011 年 4 月 第２回 JCC 会議 35

2011 年 9 月 第１回 四半期会議 17

2011 年 11 月 第２回 四半期会議 13

2011 年 12 月 第３回 JCC 会議 13

３－２－３　プロジェクト活動に関する情報発信

ニュースレターが 2012 年 8 月から月刊で発行されている（IRCP2 技術メモ：No.0 ～ No.2）。
しかし、これ以外には、みるべき情報発信活動は行われてこなかった。

３－２－４　促進要因と阻害要因

主要な阻害要因は次のとおり。

① 　WUA の不適切な運営と伝統的な水管理システムの軽視が組合員の不信感を招き、WUA
の機能停止と執行陣の退陣につながり、プロジェクト活動の進捗に影響を与えた。

② 　東ティモールでは、安価な輸入米が市場に広く出回っているため、コメの換金作物とし

ての魅力は損なわれている。一部の農家には、水稲栽培の目的を自家消費に限定し、それ

以上の作付けを躊躇する傾向がみられる。

③ 　一部の対象地域は、特に雨期における道路アクセスが困難な状況となっている。

④ 　雨期に頻発する洪水によって灌漑施設、道路、圃場の損傷がもたらされている。
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第４章　中間レビューの結果

４－１　評価５項目によるレビュー結果

４－１－１　妥当性

プロジェクトの妥当性は「高い」と判断した。理由は以下のとおり。

（１）東ティモール政府の政策との整合性

東ティモールの「戦略的開発計画（SDP）2011-2030」では、コメの生産性を向上させ、

2011 年から 2020 年までの間にコメの輸入量を減らし、自給を達成するとしている。

（２）日本政府の援助方針／ JICA の支援方針との整合性

日本政府の東ティモールへの援助方針では、農業と農村開発を優先課題として位置づけ

ている。 雇用機会を創出し、貧困を削減し、また、食料安全保障のために、日本政府と

して、東ティモールの最重要セクターのひとつである農業分野での援助を通じて、生産性

と食料自給率の向上、アグリビジネスの促進を支援するとしている。

（３）地域社会のニーズとの整合性

対象地区の農民の多くは、灌漑稲作に対する意欲が高い。しかし現状では、灌漑水の不

安定な取水が稲作拡大の制約要因となっている。また、特にラクロ灌漑地区外の農民につ

いては、適切な稲作技術の不足に起因する低い生産性が課題となっている。

プロジェクト活動は、灌漑水の取水を安定化させ、また、簡易で効率的な栽培技術を導

入することが中心となっており、地域の農民のニーズに合致している。

（４）手段としての妥当性

プロジェクトの対象地域であるマナツト県は、バウカウ県、ボボナロ県、ビケケ県とと

もに、稲作に適した地域のひとつである。

マナツト県での稲作の技術移転において、わが国は豊富な経験を有している。独立直後

の東ティモールに対し、2003 年に緊急無償資金協力を実施してラクロ灌漑システムの改

修を行ったことを皮切りに、2004 年には中期総合農業開発計画を策定し、これらの実績

の上に 2005 年から 2010 年にかけて技術協力プロジェクト「マナツト県灌漑稲作プロジェ

クト（フェーズ１）」が実施された。

本プロジェクトは、フェーズ１での実績をベースに策定されたものであり、フェーズ１

の実績を、過去のわが国の援助と技術協力の知見も活用して持続・発展させ、東ティモー

ルの農業開発政策にインパクトをもたらすという戦略的な視点から、本プロジェクトは手

段として高い妥当性を有している。

４－１－２　有効性

中間レビュー時点でのプロジェクトの有効性は「中程度」と判断された。理由は以下のとお

り。

現時点で、成果の発現は十分でなく、プロジェクト目標が協力期間終了時までに十分達成さ
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れるか若干の懸念が残る。

特に改良稲作システムの普及に関しては、マナツト県農業事務所の普及担当 C/P のプロジェ

クトへの参加が不十分であり、プロジェクト進捗遅延の一因と考えられた。プロジェクトの後

半では、普及促進に向けて、普及担当 C/P の不足を補う地域人材の活用なども検討の余地があ

ると考えられた。

一方、灌漑分野では、以下のような進捗がみられた。

① 　C/P への技術移転は、ゆっくりではあるが着実に進んでいる。

② 　ラクロ川、スマセ川の流況の変化が甚だしいことから、取水口地点での堆積抑制にはフ

トン籠の設置が有効であると考えられる。

③ 　ラクロ灌漑地区では、フトン籠の設置と WUA の維持管理活動（ゲート操作と堆積の除

去）を組み合わせることで、安定した取水の妨げであった堆積を大幅に減らす可能性があ

る。

④ 　ラクロ灌漑地区以外でも、フトン籠の設置により、手軽かつ安価に伝統的な灌漑手法を

改善することができるめどが立ちつつある。

４－１－３　効率性

プロジェクトの効率性は、投入の時期が一部不適切であったことと、成果の発現が遅れてい

ることから「低い～中程度」と判断した。

（１）投　入

プロジェクトは現地資源に立脚した低投入型稲作手法の普及をめざすものであり、過剰

な投入を控え、対象地域の現状に即した活動計画を策定している。一方で、中間レビュー

の時点までの投入（人材、資機材、資金）については、日本側、東ティモール側双方とも、

当初計画どおりに実施されなかったいくつかの点が認められた。

① 　プロジェクトの初年度に、短期専門家の派遣が、タイミングと期間の両面で計画

どおりになされなかった。

② 　特に、稲作の短期専門家については、本邦における人材調達の難しさを背景とし

て、対象地区の作付期間を考慮した派遣ができなかった。

③ 　東ティモール側の C/P（普及担当）については、マナツト県農業事務所の他の業務

との兼ね合いで、プロジェクト活動に専念できなかった。

④ 　日本での研修については、東ティモールと日本の農業環境状況の違いが大きすぎ

るため研修の成果を帰国後の業務に生かせないという意見が聞かれた。

（２）成　果

３－１－３でも述べたように、全般的に期待された成果の発現が遅れていた。理由とし

ては以下のものが挙げられる。

① 　プロジェクト初年度のベースライン調査の計画と実施の遅れ

② 　ラクロ灌漑地区外の普及活動のアプローチ方法の決定の遅れ

③ 　河川の流況の変化と大量の土砂・礫の堆積によって圃場への灌漑水の取水が妨げ

られたこと



－ 24 －

④ 　ラクロ灌漑地区の WUA の内紛による組合機能停止

４－１－４　インパクト

中間レビューの時点でインパクトを評価するのは時期尚早であり、困難である。ここでは、

一般的かつ概略の記述を行うにとどめる。

（１）上位目標の達成見込み

上ˮႸ標 ：改良された灌漑稲作システムが、˂の灌漑地区にも適用される。

指標： 2020 ኳʕ）࠰ 5 まưにᄩᇌされた改良稲作システムと灌漑システムが˂の（࠰

灌漑地区に適用される。

第１回目のモニタリングでは、ラクロ灌漑地区、ラクロ灌漑地区外の双方で、改良稲作

システムの普及が不十分であるという結果が示されている。したがって、上位目標を達成

するためには、プロジェクトの後半から、終了後まで継続した普及活動の促進が必須とな

る。

しかし、プロジェクトの国家政策との整合性の高さから、政策的な支援を期待すること

は可能であろう。また、上位目標を達成するための外部条件「東ティモール国のコメ生産

性向上政策が維持される」についても、当面のあいだ満たされる可能性が高いと思われる。

さらに、灌漑分野では、プロジェクトは WUA によるゲート操作、水路の清掃活動、大

型土嚢とフトン籠を組み合わせた応急措置工法よって取水口、水路内の土砂・礫の堆積に

対応しようとしている。永久構造物による対応が高コストの割に短期間で損傷してきた過

去の経緯を踏まえると、プロジェクトが提示する灌漑運営・維持管理の方法は、現実的で

効果的であると東ティモール側に認識される可能性がある。

（２）政策上のインパクト

３－１－２で述べたように、ラクロ灌漑地区の WUA の機能停止をもたらすきっかけと

なった原因のひとつは、「近代的」なラクロ灌漑システムにおいて、代々受け継がれてき

た伝統的な水管理手法の価値が軽視・否定されたことであった。

現在、伝統的な水管理手法を組み入れて再建中の WUA がプロジェクト期間中に機能を

回復することができれば、伝統的な価値観に敬意を払いつつ農民と合意を形成するアプ

ローチの重要性が中央政府に認識され、農業開発戦略に変化をもたらす可能性がある。

（３）技術上のインパクト

東ティモールは山がちで標高差の大きい険しい地形を有し、多くの河川が急な河川勾配

を有している。河川の流路は降雨後の大量な表面流出によって頻繁に変化する。したがっ

て、永久構造物によって灌漑水を継続的、安定的に取水することは困難である。

プロジェクトはこの状況に対して、農民が安価で簡単に設置でき、毎年の作付期ごとに

設置できる大型土嚢とフトン籠を組み合わせた応急措置工法で対応することを提案してい

る。永久構造物は、設置費用が高いが、プロジェクト対象地域のこれまでの例をみると、

洪水時の洗堀による転倒などで、長年にわたる継続的な使用は難しいとみられる。一方、
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現地適応型技術ともいえる大型土嚢とフトン籠を組み合わせた応急措置工法は、短期（一

作付期）ベースでの使用を想定しており、河川の状況に対応するための現実的で効果的な

取水手法と考えられる。

プロジェクトがこの応急措置工法の有効性を実証できれば、同様の河川からの取水を

行っている他の灌漑区でも応急措置工法の採用が広まる可能性がある。

（４）環境面でのインパクト

今までのところ、環境面での負のインパクトはみられない。

４－１－５　持続性

中間レビューの時点では、持続性の判断は時期尚早である。以下、持続性の見込みについ

て、一般的な記述を行うにとどめる。

（１）政策面

国家開発戦略との高い整合性を有していることから、プロジェクト期間終了後も、マナ

ツト県の稲作の生産性向上に係る活動（稲作技術の普及と灌漑システムの維持）が、国の

政策的な支援を受ける可能性は高い。

（２）組織面

プロジェクトフェーズ２の開始から中間レビュー時まで、C/P の異動はほとんどなかっ

た。これは、持続性の組織面並びに技術面、双方の視点から望ましいことであった。一

方、成果１で達成されるべき「マナツト県農業事務所の農民指導体制の強化」は、各 C/P
の能力向上がその前提となる。この意味で、C/P の能力の継続的な強化が今後も必要であ

り、同時に、より積極的なプロジェクト活動への参加が求められている。

（３）技術面

技術面での持続性を担保するためには、東ティモール側が以下の課題に独力で取り組ん

でいかなくてはならない。

①　取水口や水路内の土砂・礫堆積の除去

② 　WUA の運営維持管理活動における伝統的価値感と近代的なシステムの両立

③ 　マナツト県農業事務所の普及担当職員の参加による IRCS 普及実施体制の確立

プロジェクトの後半では、これらの課題に取り組むために、C/P が実施能力を十分に向

上させることが期待される。もし普及担当職員の参加が引き続き困難な場合には、農民間

普及の導入など、地域人材の活用が持続性確保のためのひとつの解決策となる可能性があ

る。

（４）財政面

東ティモール政府は、予算の確保と効果的な投入のために、他地域への IRCS 普及戦略

を策定する必要がある。
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４－２　結　論

2010 年 11 月の開始以来、日本側、東ティモール、双方の関係者は対象地域のコメ生産性向上

のために努力を重ねてきた。 しかし、プロジェクトの中間時点における進捗は全般的に計画よ

りも遅れが認められる。

遅れの理由として、プロジェクトフェーズ１で構築された IRCS の経験を積んだ C/P の多くが

フェーズ２開始時には異動していたことで、IRCS がマナツト県農業事務所に定着していなかっ

たこと、また WUA の内紛による機能停止など、当初の前提が崩れていた点に加えて、プロジェ

クトフェーズ２開始時点で、ベースライン調査の実施に多くの時間を費やし、そのために、これ

に続く他の活動が遅れることとなった。

一方で、ターゲットグループのひとつであるマナツト県農業事務所職員の農民指導能力は、全

体としてある程度向上したと判断される。ただし中間レビューの時点では、まだ満足できるレベ

ルではなく、日本人専門家の支援の下で、プロジェクト後半にも継続した努力が求められる。 
特に普及担当の C/P については、プロジェクトの前半期間中、プロジェクト活動へのフルタイム

での参加が困難であった。しかし IRCS の普及のためにはより積極的な参加が不可欠であり、東

ティモール側、日本側とも、プロジェクトの後半に向けて、状況を改善する具体的な解決案を提

示し、普及員の参加を促進する必要がある。また、地域の人材を活用した農民間普及なども検討

の余地がある。

灌漑技術の面では、ラクロ灌漑地区の WUA による維持管理と、ラクロ以外の灌漑地区におい

て伝統的灌漑システムの改善に係る技術移転を行ってきたが、WUA の不透明な管理を原因とす

る機能停止と執行陣の退陣、水利施設の老朽化と洪水による損傷、水源とする河川における流況

の頻繁で急激な変化、不適切な灌漑・排水路配置、アクセス道路の未整備などの阻害要因がみら

れる。一方、大型土嚢とフトン籠を用いた試験施工が日本人専門家の指導の下で繰り返され、そ

の結果、さまざまな技術的知見が得られていることから、プロジェクトの後半では、東ティモー

ル側 C/P による現場での本格的な技術適用が期待される。
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第５章　提　言

５－１　プロジェクトへの提言

（１）PDM の改訂

プロジェクト目標の指標として耕作面積の増加を追加するとともに、成果３のプロジェク

ト活動内容を明らかにすべく修正した PDM 案（version  2.0）を提案した。

（２）ミーティングによる情報共有の徹底

当初行われていたプロジェクト計画、進捗及び課題に係る日本人専門家とマナツト県農業

事務所 C/P の定期的ミーティングは現在行われていない。関係者間の連携強化と今後のプロ

ジェクト持続性を高めるためには、東ティモール側C/P及び JICA関係者間の定期的ミーティ

ングの場を早急に設けること、加えて、農民や WUA の代表者を交えたステークホルダー会

議を定期的に開催することも重要である。

（３）改良稲作システム（IRCS）の啓発促進と研修体制の改善

IRCS 研修が継続的に拡大されていくためには、その利点を認識する農家数を増加させて

いく必要があるため、同手法の効果を紹介する資料（リーフレット、パンフレット等）を制

作し、積極的に配布することの意義は大きい。

また、IRCS 研修はこれまで、定条植えや除草などの作業項目別に実施する計画であった

が、農民にとっては複数回の参加が必要になるなど必ずしも効率的ではないため、研修参加

者が 1 日で必要な技術を習得できるようパッケージ化したカリキュラムに基づく研修を実施

することが望ましい。

（４）活動促進に向けた方策

短期専門家の不在時を中心にプロジェクト進捗に遅延が認められ、2014 年 11 月までのプ

ロジェクト目標達成が困難となるおそれがある。これ以上の活動の遅れを防止し、また現

在までの遅れを取り戻すためには、既述のとおり、C/P 人員の配置検討に加え、各活動の東

ティモール側及び JICA 側双方の責任者の任命、専門家交代や不在時の C/P を含めた引き継

ぎ徹底などの対策を講じることが必要不可欠である。

５－２　東ティモール側への提言

（１）普及員の効率的な業務参加

今後ラクロ灌漑地区外への本格的な IRCS 普及活動が計画されているものの、同活動の中

核となるべき普及員は他ドナーの事業、通常業務などを重複担当することから非常に多忙で

ある。よって普及員の効率的な活動環境確保のため、以下の方策検討が望まれる。

①　普及員配置の見直し、人員の強化

②　必要に応じたプロジェクト活動重点地区の絞り込み

③　活動時の普及員の移動手段確保

④　プロジェクトに配置された普及員に対し関与を強めるよう指示



－ 28 －

（２）東ティモール側の主体的取り組みの強化

本プロジェクトの趣旨は、マナツト県農業事務所の職員（普及員及び灌漑技術者）の農民

指導体制の強化により、彼ら自身によって農民に対して IRCS や適切な灌漑技術の普及を図

るものであるが、実際には C/P の数の不足・多忙を理由として、日本人専門家とプロジェク

トが直接雇用するローカルスタッフが活動主体とならざるを得ないケースが認められる（例

えば、IRCS 普及・モニタリング活動）。プロジェクト期間が残り 2 年であることにかんが

み、今後の持続性を確保するためにも、プロジェクトのあらゆる活動について東ティモール

側の C/P が参加できるよう適切な人員配置の速やかな見直しが必要である。

（３）優良種子配布活動にかかるマナツト県農業事務所との連携

推奨品種の優良種子は IRCS の効果を発揮するためには必要不可欠である。マナツト県に

おける優良種子の増殖・配布はマナツト県農業事務所が担当しているが、プロジェクトの種

子配布計画に沿うように同事務所との緊密な連携が重要である。

５－３　日本側への提言

（１）現地適応化技術の確立と活用

灌漑施設の維持管理に係る現地適応化技術（大型土嚢とフトン籠を組み合わせた簡易工法）

は、広く現場に適用されるよう、現在の試験施工を通じて開発していく必要がある。そのた

め JICA は、短期専門家を派遣し、現地適応化技術を簡易マニュアルとして取りまとめたう

えで、活用を図ることが必要である。

（２）適切な投入の検討

短期専門家や資機材に係る投入については、現地の作付時期を念頭に置き、時宜を得た投

入が必要である。専門家人材確保が容易であること、並びに立地上の利便性の観点から、イ

ンドネシアなどの JICA の農業協力成果を活用し、第三国専門家や第三国研修などの積極的

な投入を検討する。
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第６章　教　訓

（１）C/P とのコミュニケーション

日本人専門家と C/P が英語主体となる場合、C/P との間でコミュニケーションギャップが

避けられない。特にプロジェクト立ち上げ初期において効率的な活動展開が難しくなるた

め、本件のような英語を母語とせず、かつ、地方で実施するような案件においては、可能な

限り現地で通用する言語に精通した専門家を 1 名以上配置することが重要である。

（２）ベースライン調査の円滑な実施

プロジェクト開始時のベースライン調査においてローカルコンサルタントの活用が困難で

あることが予め見込まれる場合は、必要に応じ、プロジェクト開始時の短期専門家派遣等に

よる支援を検討することが必要である。

（３）投入の効率性

現地の環境や農業事情が本邦と大きく異なる場合には、本邦研修や本邦派遣専門家の投入

に代わり、言語や立地面で類似環境にある第三国リソースの投入可能性を予め検討すること

が望ましい。
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マナツト県灌漑稲作プロジェクト フェーズ２ 中間レビュー 
現地調査日程 

日

順 
月日／曜日 

日本側 東ティ国側 

宿泊地 
山根 

（団長）

田中 
（灌漑/ 

水利組織） 

東野 
（評価分析） 

 

吉田 
（計画 

管理） 

Mr. Vicente 
Mr. Boaventura  
Mr. Andre 

1 10 月 27 日 土   ディリ着   ﾃﾞｨﾘ 

2 10 月 28 日 日 JICA 事務所打ち合わせ 
マナツト移動 
JICA 専門家から聞き取り 

ﾏﾅﾂﾄ 

3 10 月 29 日 月 JICA 専門家から聞き取り 
ディリ移動 

ﾃﾞｨﾘ 

4 10 月 30 日 火 JICA 専門家への聞き取り 
MAF への聞き取り (NDIWM, 
NDAH) 

ﾃﾞｨﾘ 

5 10 月 31 日 水 マナツト移動 
現地調査（マナツト） 

ﾏﾅﾂﾄ 

6 11 月 1 日 木 現地調査（マナツト） ﾏﾅﾂﾄ 

7 11 月 2 日 金 現地調査（マナツト） 
ディリ移動 

ﾃﾞｨﾘ 

8 11 月 3 日 土 資料整理 ﾃﾞｨﾘ 

9 11 月 4 日 日 資料整理 ﾃﾞｨﾘ 

10 11 月 5 日 月 現地調査（マナツト） 
関係者から聞き取り 

ﾃﾞｨﾘ 

11 11 月 6 日 火 資料整理 
JICA 事務所打ち合わせ 

ディリ着 ﾃﾞｨﾘ 

12 11 月 7 日 水 東ティ側団員の合流、MAF にて打ち合わせ 
マナツトへ移動 
現地調査（スマセ川周辺の農地、灌漑事業） 

ﾏﾅﾂﾄ 

13 11 月 8 日 木 ラクロ灌漑地区水利組合（WUA）から聞き取り 
マナツト農業事務所灌漑職員、普及員から聞き取り 
JICA 専門家との協議 
田中団員ディリ着、山根団長とともに調査合流 

ﾏﾅﾂﾄ 

14 11 月 9 日 金 プロジェクトのラクロ灌漑地区支線水路長、農家との会議へ参加 
現地調査（ラクロ灌漑取水口、水路視察） 
JICA 専門家との協議 

ﾃﾞｨﾘ 

15 11 月 10 日 土 マララハン灌漑地区での現地適用化技術の視察 
JICA 専門家との協議 

ディリへ移動 ﾃﾞｨﾘ 

16 11 月 11 日 日 資料整理／報告書作成  ﾃﾞｨﾘ 

17 11 月 12 日 月 資料整理／報告書作成  ﾃﾞｨﾘ 

18 11 月 13 日 火 AM  調査団内打ち合わせ ﾃﾞｨﾘ 

PM  MAF (総局長, NDPP, NDIWM, NDAH, NDACD 局長)へのレビュー結果報告 

19 11 月 14 日 水 AM  合同評価報告書への署名 ﾃﾞｨﾘ 

PM  プロジェクト第 4 回 JCC 会議での報告、評価報告書の承認 

20 11 月 15 日 木 AM  JICA 事務所報告、大使館報告 機内 

PM  ディリ→シンガポール 

21 11 月 16 日 金 シンガポール→日本  
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プロジェクト名：マナツト県灌漑稲作プロジェクト　フェーズ２ 期間：2010年11月～2014年11月
対象地域：マナツト郡の灌漑地区（ラクロ灌漑地区、マララハン、サウ、スマセ、レンボー、ディリマネ各地区） 作成日：2011年12月
ターゲットグループ：マナツト群において灌漑を利用する農家（約1.300戸の農家世帯）、普及員（8名） Version-1.0

プロジェクトの要約 指　標 指標データの入手手段 外部条件
上位目標

改良された灌漑稲作システムが、他の灌漑地区にも適用される。
2020年（終了５年）までに確立された改良稲作システムと灌漑システム
が他の灌漑地区に適用される。

インタビュー結果

プロジェクト目標
＜ラクロ灌漑地区＞
コメの生産性（2.5トン/ha）

・プロジェクトが実施するベースライン調査
・農業水産省マナツト県農業事務所が実施する社会
経済調査

1　東ティモール国のコメ生産性向上政策が維持
される。

＜ラクロ灌漑地区外＞
コメの生産性が20％増加する。

成　果
1-1　農業水産省職員普及員向けの研修回数（7回）と受講人数（10名） 1-1　プロジェクト報告書 1　米価が安定する（下落しない）。

1-2　農業水産省職員/普及員による農家のモニタリング回数（6回） 1-2　プロジェクト報告書 2　コメを販売する市場が維持される。

1-3　農業水産省職員/普及員向け普及材料の作成 1-3　プロジェクト報告書

＜ラクロ灌漑地区＞

2-1　改良稲作システムを継続採用する農家数（80％） 2-1　モニタリング結果

＜ラクロ灌漑地区＞

2-2　改良稲作システムの内の少なくとも一つ以上の技術が農家採用さ
れた数
       または割合（農家数340戸、または農家の50％）

2-2モニタリング結果

＜ラクロ灌漑地区・ラクロ灌漑地区外＞

2-3　推奨品種の優良種子の配布割合（10％） 2-3　モニタリング結果

2-4　農家向けの研修回数を参加人数（10回、100人） 2-4　モニタリング結果

＜ラクロ灌漑地区＞

3-1　配水計画に基づいた配水の実施
3-1　水利組合の水管理及び会計に係る記録またはプ
ロジェクト報告書

3-2　水利組合員からの水利費の徴収率（70％以上）

＜ラクロ灌漑地区外＞

3-5　普及員/農家向けの現地適応型灌漑技術手法の研修回収（3回） 3-5　モニタリング結果

3-6　普及員向けの現地適応型灌漑技術マニュアル 3-6  モニタリング結果

プロジェクト・デザイン・マトリックス（version 1.0）

2　＜ラクロ灌漑地区（注2）＞

　　改良稲作システム（注3）が持続的に機能（注4）する。

＜ラクロ灌漑地区外（注5）＞
改良稲作システムが適用される。

3　＜ラクロ灌漑地区＞

　水利組合による灌漑システム（注6）が適正に維持される。

＜ラクロ灌漑地区外＞
伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善される。

1　　農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制（注1）が
強化される。

プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。
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活動
1-1　マナツト県農業事務所職員（技術職員、普及職員）に対して、改

良稲作システム、及び適切な灌漑システム（注7）にかかる能力強化研
修を開催する。

1-2　マナツト県農業事務所職員（技術職員、普及職員）による、改良
稲作システム及び適切な灌漑システムにかかるモニタリングの体制を構
築する。

1-3　マナツト県農業事務所職員（技術職員、普及職員）により、農民
に対して、改良稲作システム及び適切な灌漑システムにかかる指導を行
う。

＜ラクロ灌漑地区＞
2-1　改良稲作システムが持続的に実施されるための指導、モニタリン
グを行う。
＜ラクロ灌漑地区外＞
2-2　ベースライン調査を行い、地区毎の特徴を分類し、アプローチ方
法を整理する。
2-3　改良稲作システムを普及する。
＜ラクロ灌漑地区・ラクロ灌漑地区外＞
2-4　優良種子を増産し、プロジェクト対象地区農家に供給する。

2-5　フェーズ1で開発された簡易型農業機械を製作し、対象地区への導
入を促進する。

＜ラクロ灌漑地区＞
3-1　O&Mのモニタリングを通じて水利組合の活動を促進する。

＜ラクロ灌漑地区外＞
3-2　ベースライン調査を行い、地区毎の特徴を分類し、アプローチ方
法を整理する。
3-3　研修を通じた現地適応型灌漑技術の試行を行う。

3-4　現地適応型技術のマニュアルを作成する。

前提条件
1　農民が本プロジェクトの実施に同意するこ
と。

2　対象地域の安全性が確保されること。

注1：～農民指導体制：「農民指導体制」とは、東ティモール農業省が農民に対して改良稲作システム及び灌漑システムの指導を行うために必要な指導体制基盤を意味する（農業技術普及体制）。

注2：～ラクロ灌漑地区：507ha
注3：改良稲作システム：フェーズ1で確立された稲作システム。圃場準備（均平作業）・除草・定条植え、優良種子利用から構成される。

注4：～持続的に機能する：「持続的に機能する」とは、プロジェクト対象農民により、圃場準備・除草・定条植え、優良種子生産が継続して実施されている状態を言う。

注5：ラクロ灌漑地区外：マララハン、サウ、スマセ、レンボー、ディリマネ各地区から構成。合計：564ha
注6：水利組合による灌漑システム：適切な配水、維持管理を意味する。

注7：適切な灌漑システム：フェーズ1でラクロ灌漑地区向けに確立されたものと、フェーズ2でラクロ灌漑地域外を対象として伝統的灌漑を現地適応型技術の試行を通じて改善されるものを合わせたものである。

東ティモールにおける灌漑施設は3タイプに分類される（テクニカル灌漑、セミーテクニカル灌漑、伝統的灌漑）。ラクロ灌漑地区はセミーテクニカル灌漑、ラクロ灌漑地区外は伝統的灌漑である。

　　　日本側
1　長期専門家

（1）リーダー/灌漑水管理

（2）業務調整/研修

2　短期専門家

（1）農業機械

（2）稲作栽培

（3）その他必要に応じて派遣

3　機材供与

4　研修（本邦、国内、第三国）

5　必要に応じて調査団を派遣

6　プロジェクト運営コスト

　　東ティモール側
1　C/P及び事務スタッフの配置

（1）＜本省＞

　　a.灌漑水管理局長（プロジェクトダイレクター）

　　b.農業園芸局長

　　c.農業コミュニティ開発支援局長
　　＜マナツト県農業事務所＞
（2）a.農業省マナツト県農業事務所所長

　　 b.技術課主任

　　 c.普及課主任

　　 d.技術担当職員

　　 e.普及員

（3）事務スタッフ
　　・運転手
　　・その他

2　土地(種子圃場）、事務所、プロジェクトで使用す
る施設
3　プロジェクト運営コスト
　　・水道、電気代（非常用発電機の燃料を含む）
　　・車両

1.　大きな自然災害が発生しない。

2.　東ティモール側のC/Pが計画通りに配置され
る。
3.　東ティモール政府による農民に対する補助制
度（肥料、トラクター燃料等の無償配布）が維持
される。
4.　農民が稲作裁判を継続する。

投入
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1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-
12

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-
12 Progress & Next year plan 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 MAF JICA

Leoneto
Acasio

(1) make the textbook/material on improved
rice cropping Leoneto Kawada

(2) develop the program/curriculum on
improved rice cropping Leoneto Kawada

(3) implement the technical training on
improved rice cropping Leoneto Kawada

Irrigation system

(4) make the textbook/material on irrigation
system (Laclo, other area) Acasio Furudono

(5) develop the program/curriculum on
irrigation system (Laclo, other area) Acasio Furudono

(6) implement the technical training on
irrigation system (Laclo, other area) Acasio Furudono

Improved rice cropping

(1) develop the monitoring plan  (monitoring
items,monitoring methods, monitoring schedule,
etc.) on improved rice cropping

Leoneto Kawada

(2) make the manual for the monitoring on
improved rice cropping Leoneto Kawada

プロジェクト活動項目
Responsible Person

 in IRCP 22013 2014

1-1　To provide technical trainings on improved rice
cropping system and irrigation system 【5】to
officers (Technical and Extension) of MAF Manatuto

The training to officers (Technical and Extension)
Improved rice cropping

Technical transfer to C/P
Conducted technical transfer through ＯＪＴ,
such as technical trails. But, not yet established
technical system and training system on
irrigation system.
Next year, the project will make draft of these
activities. And after monitoring technical trials
and supporting WUA, the project will revise
these.

1-2　To establish monitoring system on improved
rice cropping system and irrigation system by officers
(Technical and Extension) of MAF Manatuto Office.

The teaching textbook and materials for farmers
were developed through the officers and the
farmers training.
IRCS practical training on seed bedding,
transplanting and weeding for officers were
conducted in two times in May 2011.
The program was not completed because of
taking time for collecting information.
In 2012, the technical training should be
conducted continuously.
The training materials should be completed.

Monitoring training items and methods were
prepared.
In 2012, the monitoring contents and method
should be modified through monitoring
activities. The monitoring manual should be
prepared.

2011

活動計画表（version 0.1）

2012

Plan of PO
Added duration of PO
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Irrigation system
(3) develop the monitoring plan (monitoring
items,monitoring methods, monitoring schedule,
etc.) on irrigation system (Laclo, other area)

Acasio Furudono

(4) identify the monitoring contents through actual
monitoring on irrigation system ( other area) Acasio Furudono

(5) make the manual for the monitoring on
irrigation system (Laclo, other area) Acasio Furudono

Improved rice cropping system

The training   farmers by the officers (Technical
and Extension)
(1) make the textbook/material on improved rice
cropping system

Leoneto Kawada

(2) develop the program/curriculum on improved
rice cropping system Leoneto Kawada

(3) implement the technical training on improved
rice cropping system Leoneto Kawada

Irrigation system

(4) make the textbook/material on irrigation
system (Laclo, other area) Acasio Furudono

(5) develop the program/curriculum on irrigation
system (Laclo, other area) Acasio Furudono

(6) implement the technical training on  irrigation
system (Laclo, other area) Acasio Furudono

<Laclo Irrigation Scheme>

(1) identify problems which prevent farmers from
conducting the improved cropping system through
the farmers survey

Leoneto Kawada

(2) examine the method to guide and monitor the
farmers in order to maintain the system Leoneto Kawada

(3) guide and monitor the famers using modified
method Leoneto Kawada

1-3　To guide the farmers with improved rice
cropping system and irrigation system by officers
(Technical and Extension) of MAF Manatuto Office.

Planed sediment monitoring in Laclo. But, not
yet plan for other areas.
And more items must be added.
It will considered with activities of short term
expert "Sediment(22.Nov-7.Dec)"and "Irrigation
& Drainage(Jan-Feb)".

farmer's guide will start from next year.
The textbook, programs will be based on
technical trials with appropriate technics.

2-1　To guide and monitor the farmers in order to
maintain improved rice cropping system.

Baseline survey was conducted.
The monitoring items were designed. The
method of monitoring was tried at the field as a
trial.
The monitoring activity was not started yet
because the monitoring examination was not
enough yet.
In 2012, monitoring method should be examined

IRCS training was conducted through
demonstration plot and farmers training which
was carried out two times at MAF Manatuto plot
by officers.
IRCS extension program was designed as the
policy of extension.
The IRCS textbooks for farmers were also
prepared and developed through farmers
training.
In 2012, IRCS training should be conducted in
the villages and MAF Manatuto plot.
The training materials should be modified
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<Other Irrigation Areas>

(1) design the baseline survey(items, schedule,
procedures, method etc.) Leoneto Kawada

(2) conduct the survey
Leoneto Kawada

(3) identify detailed activities for each area, base
on the survey results. Leoneto Kawada

(1) prepare the program of improved rice cropping
system (Schedule, method etc.) Leoneto Kawada

(2) conduct the  program

Leoneto Kawada

(1) make plan to produce quality seeds.
Acasio Kawada

(2) revise the plan base on seed delivalies to
farmers.

Acasio Kawada

(1) prepare the program of fabrication simplified
agricultural tools and equipment （cost, schedule,
demonstration plan etc.)

Acasio Kawada

(2) fabricate simplified agricultural tools and
equipment based on the program Acasio Kawada

(3) carry out the demonstration based on the
program Acasio Kawada

(4) distribute the simplified agricultural  tools and
equipment based on the program Acasio Kawada

2-2　To conduct a baseline survey in order to
categorize each irrigation area and identify detailed
activities for each area.

2-3　To disseminate improved rice cropping system.

2-4　To produce quality seeds and distribute to the
farmers.

2-5　To fabricate simplified agricultural tools and
equipment  developed by the previous project and
introduce them.

The draft program was prepared in the report of
the short term expert.
SATE was designed, but not fabricated yet.
Weeder was monitored through IRCS training
for extension officers and the farmers.
SATE was not distributed because of not
fabricated yet.
In 2012, SATE should be distributed and
monitored after the fabrication and trials.
SATE distributed should be monitored in the
villages.

Baseline survey was designed and conducted.
The detailed activities for each area is not
identified because of observing the result of the
baseline survey.
In 2012, the detailed activities for each area
should be identified depend on the survey
results.

Demonstration plot was conducted to
disseminate IRCS.
IRCS extension program was designed as the
extension policy.
In 2012, dissemination activities should be
conducted in the villages and MAF Manatuto
plot.
The plan for 2011 was designed. Quality seeds
was produced depend on the program (IR64,
Nakroma, Marito, Membramo).
Seed production program was designed as the
policy of seed production.
The plan wan not revised because of collecting
information on the seed deliveries.
In 2012, quality seed should be produced and the
production plan should be considered.
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<Laclo Irrigation Scheme>

(1)   monitor WUA's O&M practice (Accounting,
Actual water distribution etc.) Acasio Furudono

(2)   identify the problems about O&M and
analyze them (including the sedimentation) Acasio Furudono

(3)   revise the current O&M manual (if necessary)
Acasio Furudono

(4)   provide advice on the WUA's activities
Acasio Furudono

(5)  conduct any other activities to promote
efficient water use in Lacro Irrigation Scheme (if
necessary)

Acasio Furudono

<Other Irrigation Areas>

(1)   design the baseline survey (items, schedule,
procedures, method etc.) Acasio Furudono

(2)   conduct the survey Acasio Furudono
(3)   conduct Situation Analysis (Stakeholder
identification, Problem Identification,
Categorization of Irrigation areas, etc.)

Acasio Furudono

(4)   Planning detailed trial activities for each area Acasio Furudono

(1)Conduct trial of appropriate technologies &
revise it.
(･It will be detailed after baseline survey.)
(･Technologies include facilities and water
distribution improvement.)

Planed appropriate technical trials. These are
now on going with C/P. participatory canal &
intake repairment were conducted. Next year, try
to establish method for technical trial and
training with short term expert "participatory
development".

Acasio Furudono

(1)Develop an O&M Manuals for irrigation areas
based on the results and experiences of the trial Acasio Furudono

(2)  support farmers in appropriate O&M, utilizing
the developed O&M manual. Acasio Furudono

Not yet started. It will be start next year base on
appropriate technologies trials monitoring.

3-1　To promote activities of  the WUA through
monitoring  WUA's Operation & Maintenance.

3-2　To conduct a baseline survey in order to
categorize each irrigation area and identify detailed
activities for each area.

Baseline survey was conducted in 2011.
Find out some typical problems & planed some
trial activities.
But, it was not enough for situation analysis. the
project plans to conduct supplementary survey
with short term expert "Irrigation & Drainage."
for irrigation system, and "Participatly
Development" for farmers organizations.

3-3　To conduct participatory training with farmers
and trial on appropriate technologies for community
(traditional) irrigation.

3-4　To prepare a manual for appropriate
technologies for community (traditional) irrigation.

WUA has some problem with organization
management and O&M activities.
It must be organized again.
And it has some constraint & difficulties such as
sediment, heavy machineries.
Counter measures must be considered.
Organization management will be considered
with short term expert "participatly
development."
O&M activities will be considered through
technical trial & will be considered with short
term expert "sediment", "Irrigation & Drainage."
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No. 到着 資機材情報 数量 小計 利用 状態

日時 項目 製造元 モデルNo, R/P Currrency  頻度

1 2011.12.5 オートバイ Honda Megapro L 4 $ 2,075              $ 8,300              Office A A

2 2012.2.11 車輌 Toyota Land Cruiser Prado
LJ150R-GKMEE J 1 ¥ 4,550,000       ¥ 4,550,000       Office A A

3 2012.6.4 コンクリートミキサー non-brand HR178F L 1 $ 1,400              $ 1,400              Office B A
4 2012.6.11 パーソナル・コンピュータ Hewlet Packard ProBook 4430s L 3 $ 845                 $ 2,535              Office B A
5 2012.7.27 測量(トータルステーション） Pentax R-423VDN J 1 ¥ 2,025,360       ¥ 2,025,360       Office *1 A
6 2012.8.22 掘削機 Caterpillar 303.5D CR J 1 ¥ 3,718,000       ¥ 3,718,000       Office *1 A

7 2012.9.5 メジャー
(Digital stand) A&D HV-15KGL J 1 ¥ 47,000            ¥ 47,000            Office *1 A

8 2012.9.5 金属製ふるい non-brand

75MM/53MM/37.5
MM/19MM/9.5MM/
4.75MM/2.0MM/85
0μM/425μM/250μ
M/106μM/75μM

J 12 ¥ 11,200            ¥ 134,400          Office *1 A

注:
購入経路 (J: 本邦購入, L: 現地購入, E: 専門家による携行) ¥:日本円

利用頻度 (A: 高い - B: しばしば - C: 時々) $:米ドル

状態 (A: 良好 - B:普通 - C: 悪い)

設置場所

供与資機材

単価

－
41

－

５
．
供
与
資
機
材



－
42

－

６
．
東
テ
ィ
モ
ー
ル
側

C
/
P
配
置



研修教材リスト 

 主題 タイトル 内容 

1 Agriculture basic The first workshop for extension & 
technical officers Fertilizer 

2 Improved Rice Cultivation 
System (IRCS) 

Agricultural Techniques of Irrigation and 
Rice Cultivation Project in ManatutoPhase 
II 

4 component of IRCS 
(quality seeds, leveling, 
transplanting, weeding) 

3 Agriculture basic Agriculture Seminar “Nursery” Making nursery 
4 Agriculture basic Transplanting Land leveling/transplanting 
5 Agriculture basic IPM and Agricultural Organic Integrated Pest Management

6 IRCS Rice cropping system in the Laclo 
irrigation scheme 

Improved Rice Cropping 
System 

7 IRCS practical 
(News letter) IRCPII technical memo Topics of IRCS 

8 Agricultural machine Direct paddy seeder Direct paddy seeder 
specification and drawing 

9 Agricultural machine Basic electric Principle of electric 
10 Agricultural machine Basic electric Principle of electric 
11 Agricultural machine Magnetism Principle of magnetism 
12 Agricultural machine Magnetism Principle of magnetism 

13 Agricultural machine Motor & Alternator Principle of motor and 
alternator 

14 Agricultural machine Motor & Alternator Principle of motor and 
alternator 

15 Agricultural machine Principle of engine Principle of engine 
16 Agricultural machine Principle of engine Principle of engine 

17 Agricultural machine Fuel injection pump System and structure of fuel 
engine pump 

18 Agricultural machine Fuel injection pump System and structure of fuel 
engine pump 

19 Agricultural machine Power train Basic of power train 
20 Agricultural machine Power train Basic of power train 
21 Agricultural machine Steering system Basic of steering system 
22 Agricultural machine Steering system Basic of steering system 

23 Agricultural machine Structure of brake for farm tractor Structure of brake for farm 
tractor 

24 Appropriate technologies  Gabion Gabion with sandbag 
25 Appropriate technologies Soil filling Soil filling & Gabion 
26 Appropriate technologies Intake repair spur dike & intake 

27 Irrigation O&M SEDIMENT CONTROL FOR INTAKE 
FACILITIES Ⅰ INTAKE 

28 Irrigation O&M SEDIMENT CONTROL FOR INTAKE 
FACILITIES Ⅱ INTAKE 

29 Irrigation O&M Intake improve Countermeasure of 
sedimentation 
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研修実績 

1. MAF Manatuto Officers Training on IRCS 

 date title contents location 
participant 

number 

officer farmer

1 2011.5.23 IRCS practical training Line transplanting Hatusadan demo. 
plot 11  

2 2011.7.5 IRCS practical training Weeding Hatusadan demo. 
plot 8  

3 2011.10.6 IRCS officers training 
(lecture) 

Seed bed, leveling, 
transplanting 

MAF Manatuto 
Office 4  

4 2011.10.10 The 1st IRCS training 
(practical) 

Seed bed, 
transplanting MAF Manatuto plot 10 10 

5 2011.10.11 IRCS officers training 
(lecture) Weeding MAF Manatuto 

Office 4  

6 2011.10.26 The 2nd IRCS training 
(practical) 

Weeding, land 
leveling MAF Manatuto plot 7 8 

7 2011.11.9 IRCS officers training 
(lecture) IRCS general MAF Manatuto 

Office 4  

8 2011.11.16 The 3rd IRCS training IRCS general Malarahun 4 11 

2. MAF Manatuto Extension Officers OJT 

 term title contents location participant 
number 

1 2011.3 – 
2011.9 Demonstration plot Paddy field 

management 

Laclo (Dimoni, 
Hatusadan, 
Mataes, Ihun 
we’en), Rembor 

10 

3. Farmers IRCS Training 

 Date title contents location participant 
number 

1 2012.3.27 IRCS farmers training Seed bed Malarahun 12 
2 2012.3.28 IRCS farmers training Line transplanting Sau 17 
3 2012.4.19 IRCS farmers training Line transplanting Malarahun 15 

4 2012.10.23 IRCS farmers training Seed bed, 
Agricultural tool making MAF plot. 6 

4. Data Collection 

 term contents 
1 2011.7 – 2011.10 Base line survey (Basic agricultural data) 
2 2011.11 – 2012.3 Socio-economic survey 
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5. MAF Manatuto Officers Training on Irrigation 

  date training title contents location participant 
number  

1 2011.8.22-29 Laclo Sedimentation 
Survey sedimentation analyze Laclo 2 

2 2011.11.10 Laclo Intake technical trial sedimentation protection 
with gabion Laclo 4 

3 2011.9.22 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for repair branch canal 

Laclo & other 
area 3 

 

6. MAF Manatuto Officers & Farmers OJT 

  date training title contents location number of 
participants

1 2011.10.27 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for intake Maralahun 3 

2 2012.01.24 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for Scouring gate Laclo (Kilela) 2 

3 2012.02.14 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for spur dikes & intake Sau(Dirol 1) 22 

4 2012.02.17 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for canal at top of slope 

Sumase 
(Ilatum) 20 

5 2012.02.23 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for spur dikes  Maralahun 37 

6 2012.03.21 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for spur dike & intake Sau(Dirol 1) 15 

7 2012.04.20 Irrigation technical trials appropriate technologies 
for spur dike & intake Sau(Dirol 3) 25 

8 2012.06.25-
7.4 Irrigation technical trials appropriate technologies 

for spur dike & intake Sau(Sau) 69 
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  現行プロジェクト・デザイン・マトリックス（version 1.0）の変更項目 

現行 修正 理由 
【ターゲットグループ】 
マナツト群において灌漑を利用す

る農家（約 1.300 戸の農家世帯）、

灌漑職員（3 名）、普及員（8 名）、 

 
マナツト群において灌漑を利用す

る農家（約 1.300 戸の農家世帯）、

灌漑職員（3 名）、普及員（8 名）、

水利組合 

・MAF マナツト事務所の灌漑職員、

普及員の両方が技術移転の対象で

あるため、MAF マナツト事務所職

員全員とした。 
・PDM 上での活動の対象である水

利組合も対象に加えた。 
【プロジェクト目標の指標】 
＜ラクロ灌漑地区＞ 
コメの生産性（2.5 トン/ha） 

 
1．コメの生産性（2.5t/ha） 
2．稲の作付面積が拡大する。 

プロジェクト目標の解釈は、灌漑技

術と IRCS の組み合わせによるコメ

単収増加のみならず、灌漑裨益地を

増やすことで対象地域のコメ作付

面積の拡大による生産量を増やす

意味も含まれることから、コメ作付

面積の増加も指標に加えた。 
【アウトプット 3 の指標】 
＜ラクロ灌漑地区＞  
3-1 配水計画に基づいた配水の実

施 
3-2 水利組合員からの水利費の徴

収率（70％以上） 

＜ラクロ灌漑地区＞  
3-1 配水計画に基づいた配水の実

施 
3-2 堆積除去回数が過去二年間の

平均回数に比べて減少する。 
3-3 地区内で現地適応型技術によ

る補修が行われた回数。 
3-4 水利組合員からの水利費の徴

収率（70％以上） 

灌漑分野の活動の詳細を検討した

結果、適切な灌漑の実施において

は、土砂の堆積、現地適用化技術に

よる維持管理が必要であることが

明らかになったため、それを測定す

る指標を加えた。 

<ラクロ灌漑区外>  
3-3 普及員/農家向けの現地適応型

灌漑技術手法の研修回収（3 回） 
3-4 普及員向けの現地適応型灌漑技

術マニュアル 

<ラクロ灌漑区外>  
3-5 普及員/農家向けの現地適応型

灌漑技術手法の研修回収（3 回） 
3-6 普及員向けの現地適応型灌漑

技術マニュアル 
3-7 適正化技術による試験施工の

実施回数 6 回以上 
【活動】 
<ラクロ灌漑地区> 
3-1 O&M のモニタリングを通じて

水利組合の活動を促進する。 

<Laclo Irrigation Scheme> 
3-1 水利組合の組織運営を指導する

3-2 ラクロ灌漑区の堆積対応策を行

う。 
3-3 現地適応型技術による水利施設

の維持管理方法の改善を検討、指導

する。 

ラクロ灌漑地区での活動が不明瞭

であったことから、活動詳細を検討

し、記述を具体化した。 

<ラクロ灌漑地区外> 
3-3 研修を通じた現地適応型灌漑技

術の試行を行う。 

3-5 伝統的灌漑手法について農民参

加型の研修と試験施工を行う。 
試験施工も農家とともに参加型で

実施するために正確な記述に変更

した。 
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プロジェクト名：マナツト県灌漑稲作プロジェクト　フェーズ２ 期間：2010年11月～2014年11月
対象地域：マナツト郡の灌漑地区（ラクロ灌漑地区、マララハン、サウ、スマセ、レンボール、ディリマネ各地区） 作成日：2012年11月14日
ターゲットグループ：マナツト郡において灌漑を利用する農家（約1.300戸の農家世帯）、マナツト県農業事務所（灌漑職員、普及員）、水利組合 ＰＤＭ-II　Version-2.0

プロジェクトの要約 指　標 指標データの入手手段 外部条件

上位目標

改良された灌漑稲作システムが、他の灌漑地区にも適用される。
2020年（終了５年）までに確立された改良稲作システムと灌漑システム
が他の灌漑地区に適用される。

インタビュー結果

プロジェクト目標

＜ラクロ灌漑地区＞
１．コメの生産性（2.5トン/ha）
２．水稲の作付面積が拡大する。

・プロジェクトが実施するベースライン調査
・農業水産省マナツト県農業事務所が実施する社会
経済調査
・農業水産省、水利組合、統計局の情報

1　東ティモール国のコメ生産性向上政策が維持
される。

＜ラクロ灌漑地区外＞
コメの生産性が20％増加する。

成　果
1-1　農業水産省職員普及員向けの研修回数（7回）と受講人数（10名） 1-1　プロジェクト報告書 1　米価が安定する（下落しない）。

1-2　農業水産省職員/普及員による農家のモニタリング回数（6回） 1-2　プロジェクト報告書 2　コメを販売する市場が維持される。

1-3　農業水産省職員/普及員向け普及材料の作成 1-3　プロジェクト報告書

＜ラクロ灌漑地区＞

2-1　改良稲作システムを継続採用する農家数（80％） 2-1　モニタリング結果

＜ラクロ灌漑地区＞

2-2　改良稲作システムの内の少なくとも一つ以上の技術が農家採用さ

れた数または割合（農家数340戸、または農家の50％）
2-2モニタリング結果

＜ラクロ灌漑地区・ラクロ灌漑地区外＞

2-3　推奨品種の優良種子の配布割合（10％） 2-3　モニタリング結果

2-4　農家向けの研修回数を参加人数（10回、100人） 2-4　モニタリング結果

＜ラクロ灌漑地区＞

3-1　配水計画に基づいた配水の実施
3-1　水利組合の水管理及び会計に係る記録またはプ
ロジェクト報告書

3-2　堆積除去回数が過去二年間の平均回数に比べて減少する。 3-2  プロジェクト報告書

3-3　地区内で現地適応型技術による補修が行われた回数。 3-3  プロジェクト報告書

3-4　水利組合員からの水利費の徴収率（70％以上） 3-4  水利組合へのインタビュー

＜ラクロ灌漑地区外＞

3-5　普及員/農家向けの現地適応型灌漑技術手法の研修回収（3回） 3-5　モニタリング結果

3-6　普及員向けの現地適応型灌漑技術マニュアル 3-6  モニタリング結果

3-7  適正化技術による試験施工の実施回数６回以上 3-7  プロジェクト報告書

改訂プロジェクト・デザイン・マトリックス（version 2.0）

2　＜ラクロ灌漑地区（注2）＞

　　改良稲作システム（注3）が持続的に機能（注4）する。

    ＜ラクロ灌漑地区外（注5）＞

    改良稲作システムが適用される。

3　＜ラクロ灌漑地区＞

  　水利組合による灌漑システム（注6）が適正に維持される。

    ＜ラクロ灌漑地区外＞

    伝統的灌漑手法が、現地適応型技術の試行を通じて改善される。

1　　農業水産省マナツト県農業事務所における農民指導体制（注1）が
強化される。

プロジェクト対象地区におけるコメの生産性が改善する。
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活動
1-1　マナツト県農業事務所職員（技術職員、普及職員）に対して、改良稲作

システム、及び適切な灌漑システム（注7）にかかる能力強化研修を開催す

る。

1-2　マナツト県農業事務所職員（技術職員、普及職員）による、改良稲作シ

ステム及び適切な灌漑システムにかかるモニタリングの体制を構築する。

1-3　マナツト県農業事務所職員（技術職員、普及職員）により、農民に対し

て、改良稲作システム及び適切な灌漑システムにかかる指導を行う。

＜ラクロ灌漑地区＞
2-1　改良稲作システムが持続的に実施されるための指導、モニタリングを行

う。
＜ラクロ灌漑地区外＞
2-2　ベースライン調査を行い、地区毎の特徴を分類し、アプローチ方法を整

理する。
2-3　改良稲作システムを普及する。

＜ラクロ灌漑地区・ラクロ灌漑地区外＞
2-4　優良種子を増産し、プロジェクト対象地区農家に供給する。

2-5　フェーズ1で開発された簡易型農業機械を製作し、対象地区への導入を促

進する。

＜ラクロ灌漑地区＞
3-1　水利組合の組織運営を指導する

3-2　ラクロ灌漑地区の堆積対策を行う

3-3　現地適応型技術による水利施設の維持管理方法を支援する。

＜ラクロ灌漑地区外＞
3-4　ベースライン調査を行い、地区毎の特徴を分類し、アプローチ方法を整

理する。
3-5　伝統的灌漑システムのための現地適応化技術について農民参加型の研修

と試験施工を行う。

前提条件
1　農民が本プロジェクトの実施に同意するこ
と。

2　対象地域の安全性が確保されること。

注1：～農民指導体制：「農民指導体制」とは、東ティモール農業省が農民に対して改良稲作システム及び灌漑システムの指導を行うために必要な指導体制基盤を意味する（農業技術普及体制）。

注2：～ラクロ灌漑地区：507ha
注3：改良稲作システム：フェーズ1で確立された稲作システム。圃場準備（均平作業）・除草・定条植え、優良種子利用から構成される。

注4：～持続的に機能する：「持続的に機能する」とは、プロジェクト対象農民により、圃場準備・除草・定条植え、優良種子生産が継続して実施されている状態を言う。

注5：ラクロ灌漑地区外：マララハン、サウ、スマセ、レンボー、ディリマネ各地区から構成。合計：564ha
注6：水利組合による灌漑システム：適切な配水、維持管理を意味する。

注7：適切な灌漑システム：フェーズ1でラクロ灌漑地区向けに確立されたものと、フェーズ2でラクロ灌漑地域外を対象として伝統的灌漑を現地適応型技術の試行を通じて改善されるものを合わせたものである。

東ティモールにおける灌漑施設は3タイプに分類される（テクニカル灌漑、セミーテクニカル灌漑、伝統的灌漑）。ラクロ灌漑地区はセミーテクニカル灌漑、ラクロ灌漑地区外は伝統的灌漑である。

　　　日本側
1　長期専門家

（1）リーダー/灌漑水管理

（2）業務調整/研修

2　短期専門家

（1）農業機械

（2）稲作栽培

（3）その他必要に応じて派遣

3　機材供与

4　研修（本邦、国内、第三国）

5　必要に応じて調査団を派遣

6　プロジェクト運営コスト

　　東ティモール側
1　C/P及び事務スタッフの配置

（1）＜本省＞

　　a.灌漑水管理局長（プロジェクトダイレクター）

　　b.農業園芸局長

　　c.農業コミュニティ開発支援局長

（2）＜マナツト県農業事務所＞

　　a.農業省マナツト県農業事務所所長

　　b.技術課主任

　　c.普及課主任

　　d.技術担当職員

　　e.普及員

（3）事務スタッフ
　　・運転手
　　・その他

2　土地(種子圃場）、事務所、プロジェクトで使用す
る施設
3　プロジェクト運営コスト
　　・水道、電気代（非常用発電機の燃料を含む）
　　・車両

1.　大きな自然災害が発生しない。

2.　東ティモール側のカウンターバーが計画通り
に配置される。
3.　東ティモール政府による農民に対する補助制
度（肥料、トラクター燃料等の無償配布）が維持
される。
4.　農民が稲作裁判を継続する。

投入
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面談者リスト 
 
 
在東ティモール日本大使館 
 吉村 朝貴 一等書記官 
   
JICA ミャンマー事務所 
 高田 裕彦 事務所長 
 大光 英人 企画調査員 
   
JICA 専門家（農業水産省）  
 山内 洋一 農業振興アドバイザー（灌漑稲作） 
   
IRCP2 専門家 
 古殿 晴悟 チーフアドバイザー（*前任）/灌漑水管理 
 星  了介 チーフアドバイザー（*後任）/灌漑水管理 
 川田 晃弘 業務調整/研修 
 足立 久美子 短期専門家（参加型開発） 
 加藤 愛樹 短期専門家（稲作栽培） 
   
農業水産省（Ministry of Agriculture and Fishery: MAF） 
 Mr. Lourenço Borges Fontes MAF 総局長 

Director General, MAF 
 Mr. Martinho L. Soars 灌漑水管理局長 

National Director for Irrigation and Water Management 
 Mr. Gil Ranger da Cruz 農業園芸局長 

National Director for Agriculture and Horticulture 
 Mr. Januario Marçal de Araujo 農業コミュニティ支援局長 

National Director for Agricultural Community 
Development 

   
マナツト県農業事務所 
 Mr. Deolindo de Oliveira 事務所長 

Director of MAF Manatuto 
 Mr. Leonet P. Hornay 主任普及担当職員 

Chief Extension Officer, MAF Manatuto 
 Mr. Lourenço B. Soares 普及/普及担当職員 

Extension Officer, MAF Manatuto 
 Mr. Tiago de Carvalho 普及/普及担当職員 

Extension Officer, MAF Manatuto 
 Mr. Marcos da Silva 普及/普及担当職員 

Extension Officer, MAF Manatuto 
 Mr. Santiago D. C. Lopes 普及/普及担当職員 

Extension Officer, MAF Manatuto 
 Ms. Clara D. Silva 普及/普及担当職員 

Extension Officer, MAF Manatuto 
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Mr. Jose Arui B. Saco 栽培担当技術職員 
Extension Officer, MAF Manatuto 

 Mr. Acacio Marques 主任技術職員 
Chief Irrigation Officer, MAF Manatuto 

 Mr. Abel Soares D. C. 灌漑オフィサー 
Irrigation Officer, MAF Manatuto 

 Mr. Francisco A.X.D. Carvalho 灌漑オフィサー 
Irrigation Officer, MAF Manatuto 

 Mr. Nivio S. L. D. Reissureição 灌漑オフィサー 
Irrigation Officer, MAF Manatuto 

 
ラクロ灌漑地区水管理組合メンバー 
 Mr. Antonio Reis da Costa サウ村長 Chefi Suco, Sau 
 Mr. Aleixo da Silva マリノ（伝統的水管理人） Marino Maabat 
 Mr. Joao Soares Abril マリノ（伝統的水管理人） Marino Aiteas 
 Mr. Tiago da Carvalho マリノ（伝統的水管理人） Marino Ailili 
   
ラクロ灌漑地区支線水路長 
 Mr. Agustinho Soares サウ支線水路長 
 Mr. Assunção Jose S. アイリリ支線水路長 
   
合同評価団メンバー 

 Mr.Vicente H. Guterres 灌漑水管理局、水管理部長 
Chief, Department of Water Management, NDIWM 

 Mr. Boaventura F.S. Soares 農業園芸局、 
Crop Staff, Department of Plant Protection, NDAH 

 

Mr. Andre Freitas 

 
Monitoring Staff, Department of Monitoring and 
Evaluation, National Directorate of Policy & 
Planning 
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Mr. Jose Arui B. Saco 栽培担当技術職員 
Extension Officer, MAF Manatuto 

 Mr. Acacio Marques 主任技術職員 
Chief Irrigation Officer, MAF Manatuto 

 Mr. Abel Soares D. C. 灌漑オフィサー 
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 Mr. Nivio S. L. D. Reissureição 灌漑オフィサー 
Irrigation Officer, MAF Manatuto 

 
ラクロ灌漑地区水管理組合メンバー 
 Mr. Antonio Reis da Costa サウ村長 Chefi Suco, Sau 
 Mr. Aleixo da Silva マリノ（伝統的水管理人） Marino Maabat 
 Mr. Joao Soares Abril マリノ（伝統的水管理人） Marino Aiteas 
 Mr. Tiago da Carvalho マリノ（伝統的水管理人） Marino Ailili 
   
ラクロ灌漑地区支線水路長 
 Mr. Agustinho Soares サウ支線水路長 
 Mr. Assunção Jose S. アイリリ支線水路長 
   
合同評価団メンバー 

 Mr.Vicente H. Guterres 灌漑水管理局、水管理部長 
Chief, Department of Water Management, NDIWM 

 Mr. Boaventura F.S. Soares 農業園芸局、 
Crop Staff, Department of Plant Protection, NDAH 

 

Mr. Andre Freitas 

 
Monitoring Staff, Department of Monitoring and 
Evaluation, National Directorate of Policy & 
Planning 

 

灌漑水利組織に関する技術的考察 

 

 (１)プロジェクトの経緯 

 プロジェクトサイトにあるラクロ灌漑地区の灌漑施設は、1960 年代のポルトガル時代に最初に建設さ

れ利用されていたが、1996 年の大洪水による被災を受けてからはほとんど利用できない状況にあった。

それらの被災した施設は、2002 年の東ティモール独立後、日本の緊急無償資金協力の実施により、2003

年 12 月に改修された。 

ラクロ灌漑地区においては、日本の援助による開発調査や実証プロジェクトを経て、2005 年 6 月から

2010 年 3 月までの間、灌漑稲作技術向上と水利組織の強化を主目的とした「マナツト県灌漑稲作プロジ

ェクト（フェーズ１）」が実施された。フェーズ１では、灌漑施設を適切に維持管理するための水利組

合の設立支援と稲作栽培や種子生産等の営農技術支援を中心に活動が行なわれた。 

 本プロジェクトでは、フェーズ１で確立された水利組合支援や灌漑稲作システムを周辺灌漑地区に拡

大することを目的に 2010 年 11 月に開始された。 

 しかし、プロジェクト開始後、灌漑施設に砂礫が堆積している問題解決が灌漑用水の安定利用及び水

利組合運営に大きな支障を来していることから、プロジェクトの最優先課題として、当初の活動計画に

具体的に明記されていなかった砂礫の堆積対策の活動を重点的に実施している。また、確立されていた

はずの水利組合組織がうまく機能していないことが、プロジェクト開始後 1 年半経過した 2012 年の 5

月に明らかになった。 

（２）砂礫堆積問題とプロジェクトの遅れ 

ラクロ灌漑施設は、プロジェクトサイト最上流部に造成された頭首工から取水し、プロジェクトサイ

トを縦断する幹線（一次）水路から、14 の分水工により２次水路に配分されている。幹線水路は途中、

スマッセ川をサイホンにて横断している。 

 この幹線水路に、河川洪水の度にラクロ地区の用水路に転石や砂礫が流入しそれが堆積するため、そ

の除去のための経費が嵩み、水利組合の運営経費を圧迫している状況にあった。また、用水路内に流入

した砂礫による水路の損傷や取水河川の河床変化による取水障害等も生じていた。 

本プロジェクトでは、まず、上記の状況改善のため、水路内の堆積物対策を主要な活動として、これ

まで灌漑施設の維持管理の改善を図ってきた。結果的にプロジェクト前半の２年間は、この活動が大部

分を占めることになり、当初予定していた営農に関する改良稲作システムの普及展開が遅れている現状

となった。 

（３）砂礫堆積の被害状況 

プロジェクトの灌漑受益の水源としているラクロ川とスマセ川は、流域内が岩石で覆われている地域

が多く明らかに流出率が高い。このため、降雨が地下にほとんど浸透することなく河川に短時間で流出

するため、洪水が発生し、大小の岩石とともに下流へと流れ出る。他方、河川からの取水施設は、これ

らの流況に十分対応した施設が整備されておらず、用水路内に砂礫や数十 cm の転石まで流入し、スコ

ップによる人力除去が不可能なため重機が必要になる等、多大な労力と経費をかけることが強いられて

いる。さらに、洪水毎に河川内のみお筋が大きく変化したり河床低下するなどして取水が困難になり、

機能不全となっている施設も散見された。 
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12．灌漑水利組織に関する技術的考察



 

ラクロ川からの取水部分に砂礫が堆積して
いる(取水工前部の鋼材は砂礫防止のための
ゲート工事の実施途中) 

水路内に流入し堆積した砂礫 

流入した砂礫により、損傷した余水吐底部 同左 暗渠部分、砂礫により摩耗損傷している

 

（４）改修整備の実施 

こうしたことから、プロジェクトでは、まず、これら施設の問題点の解消を図るため、現場でマナツ

ト県の灌漑技術者とともに河川からの安定取水のためのフトン籠と土のうを組み合わせ用いた護岸兼

水制工や導水堤等の試験施工に取り組むなどの活動を実施してきた。 

 

ラクロ川からの取水部分に砂礫が堆積して
いる(取水工前部の鋼材は砂礫防止のための
ゲート工事の実施途中) 

ラクロ川の河床低下に対応した土のうとフト
ン籠による導流堤 
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サウ地区の取水口部分、土のうにより砂礫流

入防止 

ラクロ川の河床低下により取水不可となった

水路 

 

（５）灌漑施設改修整備の現地適用化技術の確立 

これまでプロジェクトで実施してきたフトン籠と土のうを組み合わせた工法は、応急措置として実施

されたものであり、仮設構造物として位置づけられてものである。しかし、現在、東ティ国の灌漑局に

は復旧が必要な施設をカバーするだけの予算がなく迅速な整備ができない現状を考慮すれば、数十分の

１コストで整備ができ、現場のニーズに迅速に対応できるこの応急整備は、現地に適応した技術として

妥当と判断される。 

しかしながら、まだ、試行錯誤による整備方法が定まっていないことから、今後これらの試験施工を

現場適応技術として確立し、他地域への普及展開を可能とするため、短期専門家による支援を得て、実

用的で簡易なマニュアルをとりまとめることが望ましい判断される。 

さらに、東ティ国予算に整備された施設が、完成後後数年で機能低下してしまうコンクリート構造物

が散見されていることから、今後、河川内に永久構造物を設置する上での技術支援も重要であると思料

される。 

 

レインボール地区の洗掘により傾いた取水施

設 

同左 

－ 53 －



（6）水利組合組織強化 

 無償資金協力によるラクロ灌漑施設改修着工翌年の 2004 年に、水利組合がこの地域の新たな灌漑施

設の管理組織として設立された。設立後、フェーズ１の技プロの支援により、水利組合、村、農業省県

事務所のサインが交わされた内規や施設の維持管理マニュアルが策定される等、2007 年には水利組合組

織体制が整備された。 

しかし、水利組合には、水利組合設立以前から存在していた伝統的水管理人マリノ（配水管理を行う

者で父系により代々引き継がれている）の役割が明確に位置づけられていなかった。このため、2011 年

には水利組合の会計逼迫によりマリノの解雇に至っている。この解雇により灌漑施設の水管理者が不在

となったことや組合長に対する農民の不満の高まり等が原因で、本年５月に組合長が辞任に追い込まれ、

この問題が顕在化した。 

このため、当初のプロジェクト活動では、フェーズ１においてラクロ地区で整備された水利組合の組

織化を他地区にも展開することになっていた活動計画の変更を余議なくされた。 

 

（7）水利組合の再編 

水利組合内部の対立により、４月より組織としての活動が停止していたラクロ地区の水利組合は、組

織強化の短期専門家の支援により、執行部にマリノと呼ばれる伝統的水管理人や村長などを加え、2012

年 9 月に新たな組織が設立された。 

農民側と村長、集落長の合意により組織化されたもので、今後の水管理及び組織運営が円滑に実施さ

れることが期待される。他方、組織の活動内容や運営方法がまだ明確に定められていないことから、そ

れらの具体化が難航されることも懸念され、自立に向けたプロジェクトの側面支援が今後とも重要であ

ると思われる。 

 一方、農業水産省、県、村等の行政サイドの中には、灌漑施設管理の近代化を図る中で、伝統的な旧

来からのマリノ等の存在は水利組合に対し否定的な考えを持つ者が存在することも懸念される。短期専

門家の報告によれば、農民にとっていまだにマリノは地域において信頼される存在であり、マリノなし

での水管理が考えられないとされている。これらの現状を再確認した上で、今後、マナツト県における

モデルとなり得る水利組合の管理体制を確立し、他地区に展開されることが期待される。 

 

（灌漑・水利組織担当 田中 宏） 
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13．協議議事録（M/M）
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